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１３:００～１３:４５　発表：小杉　泰「イスラーム民主主義の現在：理念と実践および21世紀的課題群」 
１３:４５～１３:５０　休憩 
１３:５０～１４:３５　発表：古矢　旬「アメリカ建国の理念－－「近代」と「宗教」の相克」（仮題） 
１４:３５～１４:４０　休憩 
１４:４０～１５:２５　発表：菅野賢治「フランス共和国とユダヤ――『ライシテ（世俗性）』理念の試金石」 
１５:２５～１５:４０　休憩 
１５:４０～１５:５０　コメント 
１５:５０～１６:００　コメント：森　孝一 
１６:００～１８:３０　ディスカッション 
１９:００～２０:３０　懇談会 

日　　時／ ２００６年１月２１日（土） 

会　　場／ 同志社大学　今出川キャンパス　扶桑館2階マルチメディアルーム1 

発　　表／ 小杉 　泰（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科教授） 

 古矢 　旬（北海道大学法学研究科教授） 

 菅野 賢治（東京都立大学人文学部助教授） 

コメント／ 富田 健次（同志社大学大学院神学研究科教授） 

 森　 孝一（同志社大学大学院神学研究科教授）　 
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おいて民主化によるイスラーム復興の顕在化に関して、90年代のアルジェリアのようにイスラーム復

興を潰せば内戦になるという事例が見られる。それゆえ小杉氏は90年代以降中東で最も民主的なのは

イランであるとし、加えてインドネシアの民主化によって複数政党制に立脚するイスラーム政治すなわ

ちイスラーム民主主義の時代の到来を指摘した。

古矢氏は、近代と宗教の問題をアメリカ合衆国の建国の理念から論じた。まず氏は、アメリカの建国

の理念は現在なお継承されているが、それを継承するアメリカ人のアイデンティティの中身の変化によ

って、解釈の変動を経験していると述べる。建国の理念は、宗教的多元性の中でアメリカの国家形成を

啓蒙と理性を用いて可能にすることを目標とする。ピューリタンの正教国家は国家形成の一つの方法

であったが、その社会統制の不安定さと当時の宗教的多元性によって衰退し、対して啓蒙の波及によっ

て政教分離原則による社会全体の統合が革命期に成立したのである。しかし同時に大覚醒が起こってお

り、啓蒙の波及はアメリカの世俗化の進展を意味しない。革命後の19世紀初頭のアメリカ社会はいまだ

アモルファスであったが、経済的発展と西部への拡大に導かれ生まれた資本主義的な人間類型において

フランクリン的な市民的徳が重視され、労働の価値が評価されることで、「self-made man」がアメリカ

のナショナル・アイコンとなってくる。さらにこの時期に起こった第二次大覚醒によって、ピューリタン

倫理の民主化と同時に覚醒自体の社会化がなされ、ここに千年王国説とアメリカ選民思想が現れた。こ

こで問題となったのが奴隷制であり、それが南部的な労働蔑視倫理に対する北部的な労働倫理の勝利に

終わったことよってアメリカのナショナル・アイデンティティは確立をみたと述べた。そして最後に古矢

氏はアメリカ・ナショナリズムにおけるアメリカ例外論の再考を示唆して発表を締めくくった。

菅野氏は、フランス共和国における「ライシテ（非宗教性・世俗性）」に注目する。氏は、21世紀に入り

メディアにおいて目立った話題として、極右政党の台頭、公立学校におけるチャドル着用禁止の決定、移

民2世、3世を中心とした暴動事件を挙げる。これらは一見すると移民問題の表面化のように思われる

が、もう一度細かくフランスの21世紀最初の5年間を振り返ると、9・11の余波を受けた反ユダヤ、反

イスラームの言説の高まりと共に、アラブ系、ユダヤ系だけでなくアフリカ・カリブ系そして白人にまで、

自分達こそがポリティカリー・コレクトの犠牲者であるという意識を見て取ることができる。しかしラ

イシテの原則から考えるならば、フランス共和国が特定の宗教に親／反であるようなことはあり得ず、

「公共の空間」において個人は宗教、民族等の出自から切り離された市民として在ることを求められる。

そしてこの公共の空間こそが「共和国」の原義である。氏はこの理念の実現の不徹底を個々に指摘する

よりも、むしろフランス・ユダヤの歴史体験から教訓を引き出すことの方が重要ではないか、と指摘す

る。たとえば、このような共和国の大原則も歴史の非常事態においてはもろいものであるという事実、

また、一つの多数派といくつもの少数派が公共の空間を維持するためには少数派の方が多くの出費を求

められるという現実である。そこから、res publicaの維持のために必要なものは、ユダヤ人が同化と

いう形で求められたような共和国への「愛」ではなく、公共のものに対する「尊重」の念であるという視

点も浮かび上がってくる、と述べた。

ディスカッションにおいては、まずコメントとして富田氏からはイスラームと自由主義の対立や公共性

と民主主義について、森氏からは民主主義理解の違い、アメリカにおける個と統合の問題、米仏の政教分

離理解の違いなどへの指摘があり、それを皮切りに国家と個人の問題、近代主権国家とイスラーム、アメ

リカ外交における理念によるグローバリズムなど多岐にわたる問題を巡って活発な議論が展開された。

(CISMORリサーチアシスタント・神学研究科博士後期課程　朝香知己)
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研究会概要

今回の研究会は、「一神教世界にとっての民主主義の意味」をテーマに、通常個別に活動している二つ

部門研究会の合同で行われた。小杉泰氏、古矢旬氏、菅野賢治氏の3名の発表者が、イスラーム、キリス

ト教、ユダヤ教を絡めた視点からこの主題について論じた。

小杉氏は、イスラームと民主主義の関係における問題として、「イスラーム民主主義」を取り上げた。

イスラーム民主主義とは、古代ギリシャが西洋ではないという前提の上でプラトン的な民主主義にまで

さかのぼり、イスラームが本来の意味での民主主義であるという理解であるとする。そしてまた、イス

ラームにおいて論じられているのは手続き的（制度的）民主主義であると指摘する。さらにイスラーム

はウンマ主義であり、社会契約説と個人主義を採用しないことから、イスラームと自由主義が対立性の

高い関係にあると述べ、民主主義と自由主義を分離する。このようなイスラーム民主主義の実現はイス

ラーム思想の市場メカニズムにかかっていると言え、そこでイスラーム民主主義の理論的根拠（啓典の

解釈との整合性）が必要となり、「シューラー（協議、話し合いの意）」が注目される。そしてイスラーム

と民主主義の歴史をみると、1960年以降のイスラーム復興によって現れたイラン・イスラーム革命は、

結果としてイスラーム共和制、選挙制、複数政党制を生み出した一方で、1970年代以降の中東各地に
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番大きい主体としては「シーア派のイスラーム革命

運動」であるということです。中東の場合、民主化

をするとイスラームが出てくる。イスラームと民主主

義が整合的なら、それで構わないのですが、少な

くとも外側の世界、日本も含めて欧米から見てい

ると「イスラームと民主主義は矛盾しているのでは

ないか」ということだろうと思います。

それで一神教的世界に民主主義を、一神教世

界をイスラームの部分にはめてみると「イスラームと

民主主義は対抗性が強い」ということだろうと思い

ます。私自身はイスラーム学、比較政治学、政治

思想史が専門ですが、アラビア語で書かれた政治

思想、古い方もやっています。イスラーム世界にお

いて前近代には民主主義の話題は出ていません。

１９世紀以降になると民主主義もある、民族主義も

ある、世俗主義もある、啓蒙思想もあるということ

になっている。イスラームと民主主義との関係は、

アラビア語の文献で、思想書もメディアの議論も

含めて言うと、ここ２０年くらい、ものすごく盛んに

なっています。かつ２１世紀に入って９月１１日以降、

いよいよその問題が、一方で「テロ」の問題があり、

もう一方で民主主義の問題があってという形をし

ていると思います。そういう構図の中で「イスラー

ム民主主義はある」と私は言っているのですが、

それがどうなっているのかということを申し上げ、

問題提起にさせていただこうというのが今日の題

名になっております。

「論点の見取り図」をご覧ください。「イスラーム

民主主義」というのは何か。「イスラームと民主主義

は合わない」と、皆が思っていると言いましたが、

その中で苦労している話だと言ってもいいと思い

ます。最初に、「誰がイスラーム民主主義者か」と

いうテーマをとりあげます。民主主義の方から見る

と、民主主義はお互い了解事項がたくさんあると

思いますが、ないのはイスラームの方ですので、こ

こではイスラームの方からイスラーム民主主義を見

て、どうなっているかを申し上げたいと思います。

誰が「イスラーム民主主義者」か。イスラームと民

主主義の関係について考え方をざっくり五つにま

とめてみました 一つはa)「イスラームはイスラーム、

民主主義は西洋の思想」というものです。イスラー

ムと民主主義は関係ないか、場合によっては対立

するか、二つ別のものだという考え方があります。

ｂ）は「イスラームは民主主義だ」という言い方があ

り、概ねそういう主張ですが、民主主義の中身が

（日本や欧米とは）違うわけです。民主主義の中身

はイスラームのことを言っているだけだという考え

です。つまり今、民主主義はいいものだという時

代になっているので「イスラームは民主主義だ」と

言って褒めているだけです。これは私の言うイス

ラーム民主主義ではありません。

ｃ）は、ａ）とｂ）のブレンドですが、イスラームはイ

スラームであるということと、民主主義は西洋から来

たという考え方があって「イスラームは民主的では

あるけれども、民主主義ではない」という考え方で

す。これも「イスラームは民主主義で、いいものだ」

という考え方だと思ってよろしいと思います。

ｄ）は、これが私の言う「イスラーム民主主義」な

のですが、イスラームは本来の意味での民主主義

であるという考えです。民主主義を「再定義する」

という言い方は、民主主義が西洋から来たという

ことを前提としていますが、その前提も認めない

という考え方です。民主主義という言葉が西洋か

ら来たということは主要な問題ではない。もっと

言えばデモクラシーは西洋から来たわけではな

い。ここでは当然ながら「古代ギリシャは西洋でな

い」という前提に立っていて、古代ギリシャは思想

の流れからいけば西洋にも行きましたし、イスラー

ム圏にも行ったわけですから、極端なことを言う

と民主主義をポリス的なもの、プラトン的なものま

で押し戻したところから、もう一回、話題にした上

で「イスラームは民主主義である」と主張するもの

です。この場合の民主主義は「民主主義は西洋の

独占物でないと同時に西洋思想でもない」という

私はあまり「一神教世界」という言い方で考える

ことをしたことがないものですから、研究会全体の

趣旨にうまく合うかどうかわかりませんが、発表を

させていただきたいと思います。

「一神教世界にとっての民主主義」を言葉として

考えた時、ゲルナーが亡くなる１０年ほど前に書い

た、『自由の条件』（Conditions of Liberty）という

本があります。ゲルナーは「イスラーム研究」と「ナ

ショナリズム研究」と「共産圏研究」をやっていた

人で、ナショナリズムに関する本も日本で翻訳され

ています。彼が言うには「西洋的市民社会のリベ

ラルな社会とイスラームと共産主義」、今日は「ウン

マ」という言葉を使いますが、ウンマはイスラーム

世界が一つの世界、共同体をなしているという考

え方です。ゲルナーはそれを使って「共産主義は

共産主義ウンマなのだ。共産主義ユートピアがあ

って、イスラームもイスラーム・ユートピアを持ってい

る。ウンマはユートピアを抱いた社会である。共

産主義はだめになったが、ユートピアをこの世で

実現する」ということを言って、しかし「まだ共産主

義は実現していないので、矛盾があるとか、敵が

あるとかと言って引っ張っていったが、引っ張り

きれずに潰れてしまった」と言う。ところがイスラー

ムは宗教ですから「ユートピアはそこにはない」と。

それに対して「リベラルな社会にはユートピアはな

い。自由であるが、それは不安なのである」と言う。

共産主義は冷戦に負けたけれども、西洋的市民

社会が「『イスラームの流れが共産主義に負ける』

と予測するのは甘い」と彼は言っていて「思想の

競争、戦いという意味ではこれから長い時代が来

る」という雰囲気で終わっています。

ゲルナーの言ったことはいろいろな意味で面白

いと思うので、よく話題にします。「一神教」と「民主

主義」を考えた時、リベラルな民主主義で考えると

「真理というのはあるとは言えない。個々人がある

と思っているのは構わないが、あるとは限らない。

個々人が思っている真理とは同じとは言えない」と

いう前提でスタートしましょうということになると思い

ます。一神教というのは「真理がある」という、その

考えはそれぞれ違うにしても「真理がある」というと

ころは踏まえている。そういう意味では「一神教に

とっての民主主義」は、ある種、緊張感の高い物言

いだと思います。欧米の場合は民主主義と一神教

というものの間のすり合わせが何世紀もの間にな

されているのに対して、イスラーム世界で言えば、

せいぜいここ１００年くらいの話題だろうと思います。

長くみても１５０年くらいで、１９世紀前半からスタート

している部分もありますが、深刻になってきたのは

１００年くらい前からだと思います。

タイトルにある「２１世紀的課題群」というのは大

げさですが、２１世紀とは９月１１日以降ということだ

と思います。２００３年のイラク戦争以来、特に「イス

ラーム的なるもの」、イラクの場合はイスラームだけ

ではなく「アラブ的なもの」もありますが、そういう

ものと民主主義というのは整合するかという課題

があります。イラク戦争の結果としてサダム・フセイ

ン政権の独裁は潰れたと言っていますが、その後

に出てきたのは、クルド民族主義もありますが、一
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の人だと思います。民主主義を規範的にとらえる

か、手続き的にとらえるかと言うと、ハンチントンは

手続き的なのです。選挙で政権交代するような仕

組みになっていれば民主主義であると「規範的民

主主義」で論じれば「真の民主主義はアメリカも含

めて世界どこにもない」という議論をしないといけ

ませんし、参加民主主義という考え方はそういう

ことになるのだと思います。イスラーム世界で言わ

れている民主主義は基本的には「手続き的民主主

義」のことだと思います。規範的民主主義は文化

性・文化的な規範理念がはまった思想なので、イ

スラーム民主主義は規範的民主主義だという議論

は可能です。しかし少なくともそこで何を民主主義

とらえるかと考えると、それは制度的な民主制、つ

まり人々の政治参加が、ある制度によって保障さ

れているという形での民主主義だろうと思います。

今日は民主主義を「いろいろな種類がある」と言

った上で、イスラーム民主主義は、手続き的な、制

度的な民主主義を論じていると考えていきたいと

思います。

民主主義には様々あると申し上げましたが、最

大の問題は、自由民主主義とイスラームの関係で

ありまして、これは合わないというのが私の２０年く

らいやってきた結論であります。何が合わないか。

それは、「イスラームは自由主義ではない」というこ

とです。これはご議論があるところだと思います。

民主主義と自由主義を分離するというのは「平等」

と「自由」を分離しているということだと思います。

自由と平等は違う概念である。思い返せば、１９世

紀のヨーロッパでも、この二つは対立していました。

自由民主主義と合体してきたのは民主主義の長い

歴史の中では割合、最近のことでありますから、そ

こは切って考える。１９世紀前半にリファー・タフター

ウィという人がいました。タフターウィはフランスに行

き、フランスに感銘して帰ってきてフランスを紹介す

る。彼の書いたものを丁寧に読んでいますと、フラ

ンスそのものの思想と彼が理解したフランスにはず

れがある。その最大のずれは「自由」を重視するか

「平等」を重視するかということです。タフターウィは、

僕の理解では「平等」において印象を受けた。彼

が大事だと思っているのは平等なのです。フランス

はもっと「自由」に立脚していたと思いますが、彼は

「平等が実現する社会」と読み替えて、こんなすば

らしいものがある、イスラームよりイスラーム的である

という言い方になっていたと思います。

「イスラームは自由主義であるか？」という問いを

立てますと、さきほどのａ）ｂ）ｃ）ｄ）ｅ）の五つのうち、

この問いを肯定するのはｅ）のイスラームは西洋的

な民主主義である、それと同じなのだという「再解

釈」をしている人たちだけだろうというのが私の印

象であります。イスラームと民主主義はいくらでも

合致しうるけれども、リベラリズムとは相当高い緊

張度があるというのが私の強い印象です。なぜリ

ベラリズムとぶつかるか。「社会契約説」と言う時、

最近の社会契約説の動向は日本で教科書的にや

るのとは違う水準に行っていますので、私はここ

ではもっと元の方の近代のはじめの方の社会契約

説の意味で使っておきたいと思います。国家を正

当化する時、社会がなぜできたのか。社会がない

状態から皆が契約して社会をつくったという議論

をイスラームは好みません。なぜならば、人間は存

在した時から社会だというのがイスラームの主流の

考え方であるからだと思います。もう一つは、人間

の理解に関して個人主義を採用しない。社会契

約説にはいろいろな考え方があると思いますが、

少なくも理念的には、社会以前の状態があって、

そこには個々人が存在するのだという考え方をす

ると思います。しかしイスラームはそれを採用しな

いと私は思います。では何かというと「ウンマ主義」

である。「ウンマはイスラーム共同体で、共同体は

社会だ」という主義です。共同体と社会はもちろん

違うものでありまして、イスラーム世界中がウンマだ

という議論と、地域のコミュニティのレベルで機能

する時、いろんな形があるので、雑駁に言うと「イ

ことだろうと思います。

イスラームは市民社会を肯定するという時、市民

的シビルを「マダニー」とアラビア語で言います。マ

ダニーを「都市的」という意味でとるのはそういうこ

とですが、マダニーは「マディーナ」という意味もあり

ます。イスラーム世界の語は常にそうなっていると

思います。それで「マダニーなもの」「市民社会的な

もの」と言うのですが、すぐに「規範」「マディーナ的

なもの」という両義性があって、イスラーム社会の語

法はそういう構造をしていると思います。真にマダ

ニーなものは何か。マディーナ的なものであるという

「規範」は７世紀のマディーナが一番すばらしい民主

主義であるという議論になるわけです。

ｅ)は「イスラームは民主主義である」かつ民主主

義の定義は「西洋民主主義」であるという考えです。

これはイスラーム近代主義の流れだと言ってしま

っていいと思います。私の区分で言うと「再解釈

化」と呼んでいます。イスラームを再解釈する、そ

の過程で近現代の西洋思想をその中に読み込ん

でいくという思想です。

したがってイスラームと民主主義の関係は「無関

係」とか「対立」「親和的だ」ということになりますが、

一番問題なのは民主主義を何だと考えているかと

いう定義です。イスラーム民主主義というのは「イ

スラーム」と「民主主義」がくっついた「イスラーム的

民主主義」と呼んでもよろしいですが、これは民主

主義そのものを「再定義」しないと合わない部分

だろうと思います。

イスラーム世界で、イスラームは民主主義だ、民

主主義でないという議論があります。この議論の中

身を見ていると「民主主義」の何を指しているかが

大変違いますので、そこが一つの問題です。そして

もう一つ問題なのは、私たち（日本人）が「民主主義」

と言う時、何を言っているかということです。日常語

ですから必ずしも共通理解がない。皆、それぞれ

の意味で使っていると思います。一番主流の考え

方は「自由民主主義が民主主義だ」ということだと

思います。日本語で話している時、（「民主主義」と）

普通に使います。しかし漢字にした「自由民主主義」

がリベラル・デモクラシーであるのか。これは大きな

問題だろうと思います。イコールに近いと書きました

が。もう一つ「日本風な民主主義」があります。漢字

で言う「自由民主主義」ですが、私はどう見ても日

本の自由民主主義はリベラル・デモクラシーではな

いと思います。日本で議論している民主主義は、ア

メリカが一つのモデル・軸になって考えられている

と思います。しかしヨーロッパでの民主主義の種類

を前提とした議論もあるだろうと思います。当然な

がらヨーロッパは冷戦が終わってからここ１０年くらい

「第三の道は社会民主主義である」という雰囲気に

なっています。ヨーロッパの民主主義はそもそも「キ

リスト教民主主義」が長い間主流でした。イスラー

ム民主主義と一番比較しやすいのはキリスト教民

主主義という意見です。しかしながらキリスト教民

主主義というのは、すでに歴史的使命を終えつつ

あるのではないかという疑問も出されています。宗

教的な意味でのキリスト教とリベラルな民主主義、

セキュラーな民主主義があるとすると、その間の歴

史過程で、２０世紀には盛んだったけれども、２０世

紀の終わりに力が衰えてきたのはなぜなのかとい

う考え方があります。イスラーム民主主義は今、（さ

まざまな種類のものが）たくさん出てくる傾向にある

ので、そこの比較が少し難しいと思います。ただイ

スラーム民主主義はイスラームそのものではなく、イ

スラーム的な正統性に基盤をおいた政治イデオロ

ーに立脚する民主主義だということで定義すると、

キリスト教民主主義と一番比較がしやすいというの

が、私の正直な印象であります。

「プラトン的な意味での民主主義」まで今は遡ら

ないことにして、次の「規範的民主主義/手続き的

民主主義」に移ります。ご存知の通り、このごろ中

東、イスラーム世界の民主主義や民主化論が盛ん

です。ハンチントンというと、最近『文明の衝突』ば

かり取り上げられますが、もともとは『第三の波』
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づけが違うわけです。私の理解ではイスラーム世

界の中では１９世紀後半から中道派をめざす勢力

が存在し続けています。イスラーム思想には、真

ん中がいいという考えがあり、それを中心に結集

しようとする力が常に働いているというのが私の

印象です。真ん中は何か。１９世紀終わりから２０世

紀前半には、片方には「伝統的イスラーム」、連綿と

して続いているイスラームの伝統、この世界では民

主主義もリベラリズムもないというものがあったと思

います。その一方でヨーロッパのものだったら何で

も採り入れた方がいいという「欧化主義」があり、

エジプトの１９世紀のある時期を見ていると、日本

の鹿鳴館みたいなムードが満ち満ちていた時代も

あると思います。そしてこの両側の真ん中をめざす

人達がいました。ところが現在は、一方には「イスラ

ーム急進主義」、さきほど武装が主要な基準ではな

いと言いましたが、ここでは武装闘争の問題は大き

いと思います。武装して革命していく力が一方にあ

る。反対側には何があるか。「世俗主義」、これはイ

スラーム世界で言われる世俗主義です。最近の世

俗主義という言葉の用法はイスラームと対立する思

想を「世俗主義」と呼ぶ傾向が強くありますので、

彼らが普通に「世俗主義」と呼んでいるものとは別

のものです。三極分解していくと、真ん中に「中道

派」がいて、そうでないものは、一方はイスラームで

はありますが、中道派から見ると、これは「本来の

イスラームでない」と思われるものをイスラームとい

う。もう一方には「イスラームから出ていく」という思

想があって、真ん中でイスラームであるけれども、し

かしある時代の層にあった穏健なものという。イス

ラーム急進主義、過激主義は、丸く言うと民主主義

に反対の勢力だと思います。

一方で、反イスラーム主義としての世俗主義は

イスラーム民主主義の方から言うと「反民主主義」

です。「イスラームは民主主義ではない」という議論

をする勢力、今のアメリカのブッシュ政権も含めて、

そこに入れてもいいのかもしれませんが、民主主

義というものを押しつけていくのは反民主主義だ

と思いますので、民主主義の議論がそういうもの

として展開していくようなものも含めて「イスラーム

の前提から民主主義を否定する」「民主主義の前

提からイスラームを否定する」、この二つの「反民主

主義」が真ん中にあって。真ん中から言えば、真

にイスラーム的であり、真に民主主義的なものが

いいというのが「イスラーム民主主義」ですが、そ

れをくるんだ「中道派」がある。

「中道派」の定義は、広義のイスラーム社会の実

現をめざす諸勢力、諸潮流なのですが、そのため

にはムスリム全体、イスラーム教徒全体の自覚的な

参画が必要だと思う勢力だということであって、急

進主義とは違う。急進主義の場合、イスラーム教

徒が皆、参加することができるとは必ずしもなって

いないと思います。もっと先鋭的な動きがあって

もいいと思うだろうと思います。

この「中道派」が三つ、民主主義に対する立場

を持っていて、一つはａ）「理念として、イスラーム民

主主義の構築をめざす」。これが、私が言っている

「イスラーム民主主義者」であります。ｂ）、ｃ）は民主

的なものは希求していますが、イスラーム民主主義

とは言いません。イスラームと民主主義を整合化さ

せることに、それほど興味がない勢力です。全体と

しては独裁とか、強権支配とか、君主の恣意的支

配は嫌な人たちです。ｃ）は「目的として、政治参加

の実現を求める」。手段として民主主義を言ってい

るということですね。民主主義を実現すれば自分

たちの言うイスラームの実現も可能になるという、反

イスラーム世界が強権支配している状態ではイスラ

ームの実現もできないから民主主義の方がいいと

いう、これは中東を見ているとたくさんあるわけで

す。サダム・フセイン時代のイラクでも、現在に至る

までのアルジェリアでも、イスラームが復興してくると

上から潰すということは、よく起こることですので。

これはかなりあります。ａ）ｂ）ｃ）は民主主義のトーン

からいくと、それぞれ違いがある。

スラームはウンマを前提とする」。ウンマということ

は共同体ですから人間は社会的動物であるという

考え方だろうと思います。社会的動物、社会性を

ビルトインされた存在であるという「関係論的人間

観」だと思います。

イスラームの場合は当然ながら、神がアダムとイ

ブをつくって、そこから人類が始まったというシン

ボルが重要だと思います。これは一神教に共通し

たシンボルです。イスラームの発想ではアダムはた

った一人だったのですが、アダムの子どもたちとし

ての人類は生まれる瞬間から、単なる「個」では存

在しません。必ず誰かとの「関係」の中て定義づ

けられるような、逆にいうと関係の中でしか定義

づけられないから、それ自体としての人間の形は

していないという前提で考える「関係論的人間観」

があると思います。ただアダムとイブの象徴という

のは一神教に共通のことですので、そうすると、そ

れでイスラームがそうだと説明するのは問題がある

だろうと思います。象徴そのものの理解が違う、そ

こに解釈の分かれが出てくるのだろうと思います。

少なくともそういう人間観があって、個人というも

のを想定して「一人ひとりの人間には天賦の人権

がある」という発想には行かないような構造がある

のではないかと思います。人権はありますが、人

権はもともと関係論的なもの、関係の中において

おかしてはならないものであるというのが、イスラ

ームの人権思想の原理だと思います。誰もいなく

ても、人間の「個」というものの中に人権が天賦の

ものとして、所与のものとして入っていると考える

のではなく、人間が「関係的に存在」した瞬間に、

互いにおかしてはならない財産とか生命、身体が

あるという発想をしていきます。

図１をご覧ください。神と人間の関係があって、

神と契約している人間は共同体をなしている。

この共同体がアラビア語では「ウンマ」になるわけ

です。イスラーム思想の中では、ウンマをどう

運営するかというのが民主主義の議論だと考えて

もよろしいと思います、

今のイスラーム民主主義者は誰か。私はイスラ

ーム中道派と呼んでいますが、この人たちの中に

イスラーム民主主義者がいるということです。中道

派でないところにはいないと言っていいと思いま

す。「イスラームはイスラームだ」とか「民主主義とは

関係ない、敵対している」と議論している人たちは

中道派に入っていません。中道は穏健が大多数

であると考えていますが、穏健は思想的穏健性と

いうことであって、銃を持つかどうかは主要な問題

ではありません。武装しているかどうかは思想の

主要な基準にならない。私は長くレバノン内戦を

研究しているのですが、レバノンは１９７５年から９０

年まで延々と内戦をしていて、そこではあらゆる党

派が武器を持つことが前提でなされたので、思想

は関係ありませんでした。全員が武器を持つ状態

になれば、民主主義かどうかは全然関係ないとい

うのが私の理解です。そういうことを基準にしてい

くと、レバノンは１５年にわたってテロリストだけが

いた国になってしまうので、民主主義者はテロリス

トでしたという、わけのわからない議論になります。

問題は思想だと思います。武器を持つ、持たない

は国際関係論的に考えても関係的な問題として存

在することで、それだけをもって過激とか、過激で

ないという議論はできないと思います。最大の問

題は国家が武力を有するということです。穏健派

の全うな思想は、社会を安定させるために全うな

国家があって、軍隊があって領土を防衛すること

もできないといけないということです。それはごく

穏健な思想だと思いますが、そこでは当然、必要

があれば戦争が行われるということが前提とされ

ているものだと思います。穏健とは、武器を持つ

かどうかではなく、思想的穏健性のことです。

穏健とは何か。「中道派」は左右の真ん中、右左

はフランス革命から来ている呼び名ですから、何を

もって右と言うか、左と言うかが問題です。両側が

あって真ん中がある、真ん中は時代によって位置
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いく。なぜ減るのか、どうして勝ち負けがつくのか

というのを調べてみました。一般信徒は法学者に

従わないといけない。しかし誰に従うかは決まっ

ていない。これは選べるのです。そうすると人気

の出た法学者が生き残る。イラン革命の時、ホメ

イニが出て「王政はだめだ」と言う。その時、「王政

でいい」と言った人たちもいました。人気で圧倒

的に革命の側についてしまったという、ホメイニさ

んの人生を考えれば、２０年、あるいはもっと若い

時から頑張ってきた結果かもしれませんが、長い

歴史から見れば短期間に「思想の市場」が動いた

ということだと思うのです。

人気を得るポイントの一つは啓典の解釈ですの

で、整合性と説得性がないといけない。イスラーム

はこうだと言い張っても啓典（クルアーン）を持って

きてテクストと話が合わないとどこにもいけない。

二番目は法学者ですから法の規定を出した時、合

理性・便宜性がある。一般信徒はテクストの解釈

がどれだけ正しいか専門的に解釈する力がない

にしても、結論を聞いて、なるほどと思うことはで

きるので、好きな人に従えばいいというときに、あ

あ、なるほどと思った人に従う。三番目は法学者

の才能・資質です。学派の組織力がある。ホメイ

ニさんは、合理的な説明をしたのではなく、彼の

人格がすごかったのだろうと思います。人々にイ

ンパクトを与える力があったのです。四番目は支

持者の熱心さもあります。自分の学派をけなす人

たちがいると徹底してやっつける。タバリー学派と

ハンバル学派の闘いのようなことを考えると、そう

いうことが起こると思います。タバリー学派は負け

てしまった学派です。５番目に王朝の「公式学派」

としての採用。これも大きい。今、イランはシーア

派になっていますが、サファウィ朝が１６世紀に成

立する以前は、ハンバルラナがたくさんいたわけ

です。オスマン帝国はハナフィ学派を公式学派に

しましたから中東全域にハナフィが広がったという

ことはあると思います。

こういうのを見ていると、どこが市場なのかと思

うかもしれませんが、市場というものは完全に自

由競争がなされていて、需給で決まるというので

もありません。一番リアルな市場はこういうものだ

と思うのです。今、ライブドアが潰れかかっていま

すが、あれは市場原理で潰れているのではない

でしょう。公権力の介入のせいで潰れて、犯罪を

したからかもしれませんが、市場原理で価格が下

がっているのではありません。市場にはあたりま

えですが、外からの力が働きます。

たとえば牛肉を輸入禁止するとか、しないとか、

様々な規制があったり、いろんなことが起こるわけ

です。（イスラーム思想は）１６世紀に至るまでに大

体「市場の均衡」になったと思うのですが、１８世

紀以降、もう一回「市場が流動化」してきた。西洋

と邂逅する、現代とぶつかる中で変わってきた。

それが２０世紀から２１世紀にかけて、ものすごい

市場の流動化が起こっている。その中でもう一回

争っている中での新しいブランドとしての「イスラー

ム民主主義」であると思います。

３．「イスラーム民主主義の理論的根拠」は啓典

の解釈との整合性が必要です。根拠はシューラー

（協議、話し合い）です。クルアーンの中のシューラ

ー章第３８節で「互いの間で協議（シューラー）を旨

とし」とあります。「諸事について彼らと協議をせよ」

（イムラーン家書１５９節）にありますが、シューラー

（協議）は話し合いですので、これをしないといけ

ないのか。（２）シューラーの義務性・拘束性の表を

ご覧ください。啓典を読むと、シューラーをした方

がいいということはわかりますが、これは義務なの

か、やった方がいいという程度なのか、またやっ

たときには意見を聞いた方がいいのか、まあ聞け

ばいいのかで分けます。統治者は協議をした方が

いいか、しなくてもいいのかを「任意」とします。し

なければならないを「義務」として、上段と下段に

分けました。結果に「拘束」されるか否かについて、

任意に意見を聞けばいいというのを「随意に採

こういう中道派がいて、２０世紀最後の３０年は中

道派がどんどん結集しつつあったというのが私の

議論だったのですが、２１世紀はそうではありませ

ん。２１世紀は両側の軍事主義が上がっている。

武装闘争で世界を変えようというイスラーム急進派

がいれば、それを「テロ」と措定して世界的な反テ

ロ戦争をする力がいて、二つが両方からぶつかっ

ていて、民主的な勢力は地盤沈下しつつあるとい

うのが私の議論です。中道派はどんどん追い詰め

られて、数は多いですが、発言権がなくなってい

るというのが、ここ５年くらいの状況ではないかと

思います。

２．「イスラーム思想の民主的性格と市場的性格」

に入りたいと思います。イスラーム民主主義者た

ちはどうやってイスラーム民主主義を構築しようと

しているか。イスラーム思想と言い換えましたが、

なぜかと言うと「イスラーム」というのはイスラーム

をめぐる諸解釈のことだからです。いろいろな人

が、イスラームをどう思うかということがイスラーム

でありまして、中空に「イスラーム」がポンとあるわ

けではない。イスラームを名乗る思想です。「名づ

けえぬイスラーム」と呼んでいます。なぜかと言う

と、イスラーム思想を研究していて厄介なのは誰

もが「イスラーム」と言って名前をつけない。イラン

革命のイデオローグの中で大きな重みを持ってい

たホメイニという人がいますが、彼が自分の思想

を急進的革命、イスラーム共和主義と呼んでくれ

れば問題は単純だった。ホメイニさんは最後まで

「イスラームはこうだ」と言い続けたわけです。どの

思想家をとっても同じであって、イスラーム民主主

義者もイスラーム民主主義はこうだという議論は必

ずしもしない。「イスラームはこうだ」と言ってイスラ

ーム民主主義を語ります。イスラームとは別にイス

ラーム民主主義があるというふうに彼らは言わな

いわけで、イスラームを正しくやると、こうなります

という中身がイスラーム民主主義であるという行動

をしていて、誰も彼もが「イスラーム」と言う。イスラ

ーム思想史を見ていると、ほとんど名前が出てこ

ない。これが大変厄介なことであります。

「イスラーム」と我々が呼んでいるものはイスラー

ムを名乗る諸思想が全体としてイスラームをつくっ

ていると言ってもいいと思います。この中のどれ

が正しいと決めるのか。教会とか公会議、相談が

ないということが議論がされますが、ここ何年か私

は「イスラーム思想の市場メカニズム」という議論

をしています。ウンマが、あるべきイスラーム思想

を決める。イスラームが何かはウンマが決める。ウ

ンマは何か。それは「市場」だというメタファであり

ます。不変の啓典（クルアーン）はテクストがアラビ

ア語で確定していますので、テクストそのものはい

じれない。翻訳も何もできない。だけどもいろい

ろな解釈がある。かつどれが正しいという決定す

る制度がありませんので、あれこれやっているうち

に「どれかが正しい」ということになる。これしかな

い。実際にどうなっているか。１０００年くらい前のイ

スラーム世界を考えると１００くらい分派があったと

思います。今は実在する分派といっても、宗派、

教派は七、八つしかない。１００あった分派が１０００

年の間にここまで減ったわけです。イスラームの初

期には、イスラームは何かといういろんな議論があ

ったのだと思います。それがどんどん数が減って

いく、だんだんコンセンサスになっていく、これは市

場メカニズムです。市場メカニズムは冷戦が終わ

ってから流行りになった思想ですが、イスラームと

いうのは啓典（クルアーン）を見ても信仰はテジェ

ーラ、商売である、すばらしい商売であるという議

論をして、商業都市メッカ、マッカで生まれた教え

ですから「市場」というメタファは不当ではないと

思いますし、かつ冷戦以降の市場主義とは何も関

係がないと思います。

なぜこういうことを考えたかと言いますと、イス

ラームの法学派の歴史を調べてみると、バクダー

ディー学派、タバリー学派、ザーヒル学派など１００

くらいあったのが、消滅して、だんだん数が減って
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政党制に立脚するイスラーム政治の時代です。

最後に、「現在の主要なイスラーム政党」の表を

ご覧ください。認可されていない政党も入ってい

ますが、インドネシアにはイスラーム政党がたくさん

ある。だからイスラーム政党かと言うと、イスラーム

政党ではなく、いろんなイスラームがあるという状

態です。イランもそうです。いろいろな政党があり、

その中にイスラーム色の強いものがあります。今の

新しいイラクでも、いろいろな政党が出てきてい

ますが、イスラーム政党もたくさんあります。他のと

ころはイスラームを名乗る政党は一つか二つしか

ない。これは「イスラーム」対「イスラームでないも

の」の戦いになってしまいます。イスラーム政治は

イスラーム政党がいろいろあってイスラームか、イス

ラームでないかを選択するのはなく、いろんなイス

ラームの中から選択してくれというのがイスラーム

民主主義の外側の形だと思います。インドネシア

から言えば、ここ７年くらい、そのようになってきた

というのが私の議論です。イラク戦争以降、イラク

で民主化になって、イラクは露骨にイスラーム革命

勢力が多数派になるという形で選挙が出てきてい

ますので、ここで矛盾ということで言えば、緊張が

高まっているというのが現状であろうと思います。

用」、聞いた以上はそれに従わないといけないと

いうのを「採用が義務」として左右に分けました。

シューラー説の解釈の歴史の流れからいきますと、

１３世紀を境目にシューラーをすることは義務だと

いうのが主流になります。話し合いはしなければ

なりませんが、意見を聞いた挙げ句に、それに従

うかどうかは統治者の判断だというのが１３世紀以

降に広がった考えです。現在のサウディアラビア

がこれにあたります。王様はシューラーをしますが、

その結果に拘束はされません。どうするかは王様

が決めます。今のイランは国会で決めたこと、国

会以外でも決めたことはイスラーム法と抵触しな

い限り、拘束性があり、これは相談しないといけな

いし、相談した中身にも拘束するという、これが

「イスラーム民主主義」と言っていいと思います。

しかしシューラーはウンマ内の意思決定メカニ

ズムですので、イスラーム民主主義ではなく、民主

主義そのものの大問題だと思います。今、私たち

はグローバルな社会に生きていますが、グローバ

ルな社会も民主主義では決まらないのです。民主

主義はあくまで国内のことしか決められませんか

ら「世界のことは民主主義で決められない」という

大矛盾に我々は遭遇しながら生きていると思いま

す。イスラームの場合も外から拘束している軸は勝

手に変えられない。外からというのは「一神教」と

いう問題だと思います。神の啓示は変えられない

ということだと思います。

４．「イスラームと民主主義をめぐる戦い」に移り

ます。１９６０年代以降、「イスラーム復興」が起こって

きて、それの一つの大きな現れがイラン・イスラーム

革命です。王政とか王朝権力を打倒したり、一党

独裁という、シャーは終わりの頃になると政党をつ

くって動員体制をつくろうとしていたと思います。近

代化による脱イスラームのようなものが壊れて、でき

たのが「イスラーム共和制」であり「選挙制」であり

「複数政党制」です。そういう意味でイランは、とて

も民主主義である。イスラーム的な意味での民主

主義の国であるというのが私の考えであります。

「ネオ・オリエンタリズム論」とは、イラン革命前

のオリエンタリズムは、イスラームは東洋的専制だ

という議論で、だから民主主義は育たないといわ

れていましたが、イスラーム革命以降は、市民社会

が強すぎて近代国家が育たないから民主主義が

育たないという議論です。このようにイスラームと

民主主義をめぐる言説の類はずっと続いていま

す。７０、８０年代はエジプトとかヨルダン、アルジェ

リアで民主化がありましたが、民主化するとイスラ

ーム復興が出てくる。この矛盾があって、一番きつ

かったのが１９８９年、アルジェリアの総選挙でイス

ラーム救国戦線が圧勝して、間違いなくイスラーム

権力ができてしまうというところで、軍が介入して

潰したのを、欧米もこぞって賛成したという、こうい

う状態ですね。その結果、９０年代のアルジェリア

は凄まじい内戦になりました。今はイスラームと民

主主義をめぐる闘いには「アルジェリア・パラダイム」

が支配している。迂闊なことをするとアルジェリア

のように内戦に陥るという恐れです。トルコも民主

化するとイスラーム勢力が勢いを増すということが

あって、そのたびに軍が介入していました。ここの

ところ「公正と発展党」が政権を握っていますが、

９０年代以降の軍は慎重になっています。下手す

るとアルジェリアになってしまう。むりやりイスラー

ム復興を潰すと内戦になるという懸念が、イスラー

ムと民主主義の均衡をつくっているというのが私

の議論であります。

９０年代から２１世紀の流れで言うと、中東で他

の国と比べた時に、もっとも民主的なのはイランだ

と思います。そうでないということであれば、ご指

摘いただきたいと思います。ところがイランは民主

的だが、少なくともアメリカはそれを褒めない。アメ

リカはイランが嫌いなわけですから、それを手本

にしろとは言わない。こういう捩じれた状態だと思

います。そうこうするうちにインドネシアで民主化が

起こってきた。これは何の時代になったか。複数
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図１ 神との契約（垂直軸）と共同体原理（水平軸）

（４）イスラーム世界の「中道派」の位置づけ
中道派＝穏健な大多数（穏健とは、思想的穏健性）
｢中道｣は常に、左右の真ん中　→　時代によって位置づけが変わる
19世紀末～20世紀前半：伝統墨守的イスラームと欧化主義の間
現在：イスラーム急進主義と世俗主義（≒反イスラーム主義）の間

→ ２つの反民主主義の間
中道派は、広義の「イスラーム社会」の実現をめざす諸勢力・諸潮流
そのためには、ムスリム全体の自覚的な参画が必要と考える

→ ａ）理念として、イスラーム的民主主義の構築をめざす
ｂ）イスラームの民主性を信じる
ｃ）目的として、政治参加の実現を求める

２．イスラーム思想の民主的／市場的性格
（１）イスラーム思想の正しさを誰が決めるか

イスラーム＝イスラームをめぐる諸解釈＝イスラームを名乗る諸思想
｢名付けえぬイスラーム｣
教会・公会議・僧団などを持たないイスラーム

（２）イスラーム思想の市場メカニズム
ウンマが最終的に「あるべきイスラーム（の思想）を決める」という考え方
不変の啓典（クルアーン）のテクスト、多様な解釈
決定を行なう制度がないため、ゆるやかなコンセンサス形成がなされる
｢市場｣というメタファー

（３）諸法学派の成立と競合
｢消滅した学派｣：バグダーディー学派、タバリー学派、ザーヒル学派など
一般信徒は法学者に従う

ただし、誰に従うかは選択できる

神

人間（信徒）
共同体
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同志社大学一神教学際研究センター共同研究会「一神教世界にとっての民主主義の意味」

2006.1.21

現代ユダヤ教の権威構造と正典解釈―近代国家と民主主義をめぐって

京都大学　小 杉　泰

はじめに――論点の見取り図
（１）誰が「イスラーム民主主義者」か
（２）イスラーム思想の民主性／市場性
（３）イスラーム民主主義の理論的根拠：シューラー論
（４）イスラームと民主主義をめぐる戦い

１．誰が「イスラーム民主主義者」か
（１）民主主義をめぐるイスラーム世界のなかでの考え方

ａ）イスラームはイスラーム、民主主義は西洋思想（→無関係、対立）
ｂ）イスラームは民主主義（民主主義の定義≒イスラーム）
ｃ）イスラームは民主的（≠民主主義）
ｄ）イスラームは「本来の意味で民主主義」（イスラーム民主主義）
ｅ）イスラームは民主主義（民主主義の定義＝西洋的民主主義のこと）

（２）私たちが「民主主義」と言う場合
・自由民主主義（≒リベラル・デモクラシー）
・日本風な民主主義（いちおう自由民主主義）
・ヨーロッパでの民主主義の種類を前提とした民主主義
・プラトン的な意味での民主主義
・規範的民主主義／手続き的民主主義

（３）以下では、民主主義と自由主義を分離する（あるいは平等と自由を分離する）
そして、問い：イスラームは自由主義か
首肯するのは、ｅ）「イスラームは（西洋的）民主主義」という人びと（のみ）
イスラーム≠リベラリズム
なぜ？ イスラームは社会契約説と個人主義を採用しない
イスラームは「ウンマ主義」（ウンマ＝共同体＝社会）
人間は「社会的動物」＝社会性をビルトインされた存在＝関係論的人間観
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４．イスラームと民主主義をめぐる戦い
（１）イスラーム復興と民主化

1960年代後半以降の「イスラーム復興」
1979年：イラン・イスラーム革命　→ イスラーム共和制、選挙制度、複数政党制
（王政・王朝権力の打倒、一党独裁の廃止、近代化による脱イスラームの打破）

ネオ・オリエンタリズム論
1970～80年代の中東各地での民主化

エジプト、ヨルダン、アルジェリア・・・
民主化すると「イスラーム復興」が顕在化
1989年：アルジェリア総選挙

イスラーム救国戦線の圧勝　→　軍政（欧米の支持）
｢イスラームは反民主的だから、暴力で潰してもよい｣？

（２）1990年代から21世紀へ
中東でもっとも民主的なイラン
インドネシアの民主化
複数政党制に立脚するイスラーム政治の時代
2003年イラク戦争後の「中東の民主化」論と矛盾の激化

＜資料：表１＞　現在の主要なイスラーム政党

（地域的におおむね東から西へ配列。2005年末現在）

バングラデシュ・イスラーム党（ジャマーアテ・イスラーミー）〔1971～〕

イスラーム党（ジャマーアテ・イスラーミー）〔1941～〕

イスラーム復興党〔1990～；1998年に再合法化〕

バングラデシュ

パキスタン（イスラーム共和国）

タジキスタン

全マレーシア・イスラーム党〔1951～〕
国民正義党〔1998～〕マレーシア

開発統一党〔1973～〕
国民信託党〔1998～〕
民族覚醒党〔1998～〕
正義党〔1998～〕／福祉正義党〔2002～〕
月星党〔1998～〕
改革星党〔2002～〕
インドネシア信徒連盟統一党〔2003～〕

インドネシア

オンピア党〔1986～〕
ウンマ党〔1997～〕
フィリピン・イスラーム党〔1994～〕
ムスリム改革党〔1997～〕

フィリピン（非）
※いずれも地方政党

国名 政党名
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人気を得るポイント：
ａ）啓典などの解釈の説得性・整合性
ｂ）法規定の合理性・便宜性
ｃ）法学者の才能・資質、学派の組織力
ｄ）支持者の熱心さ（一般信徒、有力者のパトロネージ）
ｅ）王朝の「公式学派」としての採用
16世紀頃までに、「寡占状態」と「市場の均衡」
今日に至る学派の地域的寡占状態

18世紀以降の市場の流動化

３．イスラーム民主主義の理論的根拠：シューラー論
（１）シューラー（協議、話し合い）

「互いの間で協議（シューラー）を旨とし」（シューラー章38節）
「諸事について彼らと協議せよ」（イムラーン家章159節）

（２）シューラーの義務性・拘束性

シューラーはウンマ内の意思決定メカニズム（の一部）
ウンマを外から拘束している事項を勝手に変えることはできない
ウンマ内に複数の公権力（国家）が成立していれば、それぞれのなかでシューラー
国家内の決定は、ウンマでの決定を勝手に変えることはできない

図２ 主権と主権行使権

×任意
初期イスラーム
ウマイヤ朝、アッバース朝

13世紀以降
現サウディアラビアなど

イスラーム民主主義
イランなど

義務

統治者は協議を
すべきか

随意に採用 採用が義務
統治者は協議の結果（内容）に拘束されるか？

主権者＝神

クルアーン
イスラーム法

イスラーム共同体・ウンマ
主権行使者＝人間
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現在の政治を見ていても、宗教の問題をもう一

度考え直さないとアメリカのことはよくわからないと痛

感いたしまして、勉強の機会を持たせていただくと

いうことで参加させていただきました。小杉さんがお

話の中で「もはやキリスト教民主主義はない」とおっ

しゃいました。アメリカを見ていると、そうでもないの

ではないかと思います。現在のアメリカの政治、歴

史を考える時の私なりのポイント、視角を挙げておい

た方が話がわかりやすいのではないかと思います

ので、そこから入らせていただきます。

第二次大戦後、いろいろな国が民主化されて憲

法をつくりますが、アメリカの憲法くらい長く持ってい

る国はありません。少なくとも憲法の骨格にある建

国の理念をアメリカ人は継承しています。いろいろな

政治党派はありますが、独立宣言そのものを否定す

ることは、アメリカでは、まずありません。そういう意

味では「建国の理念」はアメリカではずっと生きてい

ると考えられます。その側面をとらえて、以前、アメリ

カ合衆国を、ある種の「普遍国家」と呼びました。ア

メリカ合衆国憲法や独立宣言に含まれているメッセ

ージは人間の普遍性、理性、１７～１８世紀にかけて

のヨーロッパ世界、アメリカ世界を覆っていた啓蒙が

生み出した人間類型、普遍的・理性的人間像を前

提としていて、それに基づいてアメリカ国家はつくら

れていると考えたので、アメリカを「普遍国家」と呼ん

だわけです。そういう考え方には当然、様々な批判

があります。アメリカ人の中身も変わってきています。

「アメリカ人とは何か」についてもたくさんのアイデンテ

ィティが交錯しています。移民国家ですから、いろい

ろな国々からいろいろな文化が入ってくる。（アメリカ

人の）アイデンティティが確立しないという問題があり

ます。憲法や独立宣言に言われた「統治規範」と、

一人ひとりの人間がアメリカ人であることに、どういう

意味づけがあるか、ミクロとマクロの両方の側面から

ナショナリズムを考えていくべきだと思っています。

統治規範はいかにも動かないように見えます。し

かしながらアイデンティティは動いています。そうであ

るなら、動いているように見えるアイデンティティを持

った人間たちが、同じ規範を、同じ言葉で読んでも、

意味するものは変わってきているのではないか。普

遍国家は必ずしも不動国家ではなく、普遍の原理

があるけれども、その解釈がさまざまに動いてきてい

る。この点を最近の歴史家たちも注目しているよう

に思います。レジュメに参考文献として、ジョイス・ア

ップルビー（Joyce Appleby）とゴードン・S・ウッド

（Gordon S. Wood）の本をあげています。二人とも

アメリカ独立革命についての立派な業績を残してき

た人です。解釈の方向は違いますが、二人の最近

出た本は、いずれも大きな問題を採り上げています。

それは「革命の継承」ということです。アメリカ独立

革命は普遍的な原理によってなされたのだけれど

も、現在まで来る継承ではなく、革命が起こった直

後の世代がどういうふうに受け止めたかという継承

の問題に焦点をあてています。もう一つのフランク･

ランバート（Frank Lambert）の『The Founding

Fathers and the Place of religion in America』

も「継承」の問題に最後のところで触れています。

すでにアメリカ独立革命を中心的にやってきた歴史

北海道大学法学研究科教授

古矢　旬
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ことが明治初期にできたかという点に注目していま

す。どうも日本では宗教は根づかない。儒教は世俗

的なものを説く宗教ではありますが、ある種の世俗

的な教説ですから、それは国家をまとめていくには

役立たない。しかし何かつくらないといけない。それ

で天皇制ができた。国体をフィクシャスにつくったと

いうのが渡辺さんの解釈です。

１８６０年代後半の日本の指導者たちが考えた問

題は、１７７６年のアメリカの国家指導者たちが考えた

問題と似通っている側面があります。「理性や啓蒙

によって一人ひとりの人間に権利がある」というとこ

ろまではいいのですが、一人ひとりの権利を与えら

れた人間たちがどうやって社会秩序をつくっていく

か。この問題はアメリカ国民にとって大きかったとい

うことです。さらにアメリカの場合、キリスト教が植民

地時代盛んではありましたが、宗教的に見れば多元

的だった。ローマ・カトリックもユダヤ教もわずかなが

ら入ってきています。プロテスタントの教派は殺し合

いまでするような関係であった。宗教的な多元性が

ある中でアメリカ国家をどうやってつくっていくか。こ

れはある意味で日本の明治維新初期と似通った問

題がありました。

そこで「啓蒙」と「理性」を使って、それをそのまま

一つの国家的な目標にしたのが独立宣言であり、ア

メリカ憲法であったということになると思います。アメ

リカの場合にはイギリスの存在は大きい。独立国家

である。First New Nation、植民地支配があって

初めて国家の外形ができ上がったところがあると思

います。しかし宗教の問題をどうやって解決するか

が、やがて大きな問題になります。アメリカは宗教の

問題を建国時、どういうふうに処理したか。これがも

う一つ考えなければならない問題です。「資料１」を

ご覧ください。「アメリカはキリスト教国家的なところが

あるのではないか」という、Pat Robertsonが演説

したものがあります。憲法における政教分離はない

という主張です。“It is a lie of the Left and we

are not going to take it anymore.”の中から「アメ

リカ合衆国憲法の序文にGod が入ってないから書

き換えろ」という「憲法修正提案」が出てくるような時

代です。啓蒙と理性の時代に国家形成を世俗的に

始めた国が、今、なお２００年たってクリスチャン国家

をつくろうという、有力な社会運動を含んでいる。理

性的な個人から社会秩序をいかに形成しうるかとい

う問題について考えると、科学革命が世俗化してい

って宗教を追い詰めていく、そういうことが繰り返し、

繰り返し、世界史の上で起こってきています。科学

革命は１７、１８世紀にはニュートン、それから１世紀後

にはダーウィンが現れ、社会科学にもマルクスの革命

が起こる。そこで世俗的な政治を考える際、宗教の

存在余地はなくなってくるのではないかと考えられ

る。しかし宗教は残ってくる。その衰退と再生の繰

り返しです。宗教上で言えば、信仰復興の間欠的

な波の到来という問題になるのでしょうが、アメリカ

史全体を考えても「世俗性」と「宗教性」の波をどう

考えたらいいのか。さらには世俗性と宗教性は、そ

もそも対立的に考えるべきものなのかという問題が

今、これから問わなければならないのではないかと

思います。

２．の「建国」における宗教問題――「非キリスト

教国家」と「プロテスタント社会」と３．の「国民社会」

の発展と宗教問題というのは、アメリカの革命の形

成に至るところと、革命が終わった後の時代を言っ

ています。時代的には「１７７６年以前のアメリカにお

ける宗教問題」と「１８００年以後の宗教問題」になる

と思います。この間に革命期があります。革命期の

宗教の問題について一言だけ申し上げますと、「政

教分離原則」が打ち立てられたということがあります。

憲法で見ますと、合衆国憲法Amendment １（修正

第1条）です（「資料８」参照）。“Congress shall

make no law respecting an establishment of

religion”という、憲法の不朽の第一条です。宗教

はアメリカ憲法、独立宣言の中でも、ある種の
Natural Right になっています。神様はイギリスと

アメリカの対立の場面からかなり追いやられていまし

家の中でも、アメリカの現在の憲法、独立宣言の普

遍的な理念は次の世代で大きく解釈が変わってき

ているということに着目しています。そうであるならば、

それから三、四世代、２００年たった現在、ますます

中身が変わってきてもおかしくないだろう。普遍的な

原理の普遍性とその解釈の変動を両方考えていか

なければならないと私は感じています。

アメリカのナショナリズムで常に出てくる言葉が、

アメリカ合衆国国民社会の「例外性」です。例外で

あるということを、どういう意味でとらえるか。どの国

も皆、自分たちの国はユニークであると言います。

ただしそれだけでは例外主義になりません。「アメリ

カ例外主義」と言われてきた一つの理由は、人類

史のある種の方向性、法則性、決まりというものを

一方においた場合、その法則から外れる歩みをアメ

リカはしてきた。問題はアメリカ例外主義を繰り返し

ているところです。単に違っているということではな

く、他の人類社会で想定されている法則とはずれ

ている、そういう発展をアメリカは遂げてきた。これ

がアメリカ史における「例外性」の問題です。

人類社会を一つの法則が貫いていることはあり

ませんから、「アメリカの例外性」というのは、その

時々の「優越した法則からアメリカはずれている」と

いうことです。ヨーロッパで迫害されてきたピューリタ

ンが、ヨーロッパのキリスト教の発展とは違う選ばれ

方をした人々が、アメリカにやってきた。このような

「選民思想」は現在まで続いてきています。

冷戦期に「アメリカにはなぜ社会主義はないか」と

いう問題が例外論の大きな課題としてありました。

今から考えるとおかしなことを考えたものだと思いま

すが、１世紀くらいにわたってロンバルトをはじめとし

た社会科学者が考えてきた問題です。これも８０年

代、ソビエトが崩壊しかけていた頃に、フォーナーと

いう人が「アメリカに社会主義はないのがあたりまえ

なのであって、アメリカがむしろ法則だ」とひっくり返

しました。「例外は共産主義だ。アメリカの個人主義

に共同性を持たせていけばヨーロッパ的な社会民

主主義に近づいていくだろう」とエリック・フォーナー

は言いました。その予測は少なくとも現在は外れて

いますが、そういう形で「社会主義からの例外論」も

歴史の中で想定されてきました。

もう一つ「近代化論」。近代化スキームがあって、

イスラームの問題にも植民地解放の問題にも、日本

の明治維新にも関係しますが、近代世界が出てくる

時、宗教が衰えていくという一種の法則があり、アメ

リカはなぜチャーチボーアをやらないのかということ

が例外の一項目として立てられました。これもしかし

ながら考えてみれば、今、文明の衝突のような時代

になってみると、宗教的にすべてがなってきている

のだから、アメリカが別に例外でも何でもないという

話になってきます。例外主義ということで解釈する

仕方は、一定の期間、どういうものを通用する法則

と考えるかによって、その法則からの逸脱のケースを

考えなければなりません。例外主義をやめようとい

う必要はないと思いますが、例外をつくる法則性の

射程、時代的な妥当性は常に考えてないといけな

いと思っています。

「アメリカ国民形成における宗教の問題」に入りま

す。渡辺浩氏が書かれた論文「『教』と陰謀」を読ん

で教えられるところが多かったのですが、ここでは渡

辺さんは明治維新の時、日本の国家指導者たちが

国家を人為的に上から構築しようとした時のことに

ついて書いています。指導者たちは３００もの藩に分

断されていた日本人が一つの国民になるだろうかと

心配して、何らかの国民的なアイデンティティの核を

見いださないといけないと考えた。それでヨーロッパ

やアメリカに行ってみると、ヨーロッパとかアメリカはキ

リスト教が核になっているようだ。キリスト教徒はへ

んな話で、処女が妊娠したり、一度処刑した人間か

生き返ったり、それを文字通り信じている。あれが

我々が模範とする近代国家のナショナル・アイデンテ

ィティの核たりうるかと疑問に思うわけです。そうい

うことを書いている人がたくさんいます。渡辺さんも、

宗教というものを社会的な統制の手段として考える
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「信仰の形式化」が起こってきますから、それと相対

立する形で、Jonathan Edwardsの１７３４年の
Northampton revival、George Whitefieldの１７

３９年から始まる「巡回」で「大覚醒」がアメリカ中に

起こってきます。これはある意味でアメリカで最初の

福音主義的な宗教復興の動きの例になります。こ

ういう過程でピューリタニズムの支配は衰えてくるこ

とを一番よく示しているのが、ベンジャミン・フランク

リンだと思います。

ベンジャミン・フランクリンは不思議な人です。
Gordon S. Woodの著作にThe Americanization

of Benjamin Franklinがあります。ベンジャミン・フ

ランクリンの『自伝』を再読する形で書かれた本です。

彼はアメリカ人じゃなかったのかとびっくりするわけ

ですが、ベンジャミン・フランクリンは外国生活が長か

った人です。フランクリンは一介の職人の子どもから

刻苦勉励してジェントリーという、貴族ではないです

が、普通の人間とは違う有閑階級に上り詰めた人

です。フランクリンにとって、イギリス的な階層性の中

でのジェントリーの地位にたどりつくというのは名誉

なことで『自伝』でフランクリンはvanityを警戒する

わけです。vanityが人間を腐敗させると警戒してい

ます。フランクリンがイギリス的な価値秩序の中で立

身出世を遂げていたことが一つのアメリカニゼーショ

ンの意味です。フランクリンはジェントリーになり、アメ

リカでの社会的指導者になって、イギリス、フランス

で外交官になり、フランスに何十年もいます。独立革

命の時には彼は７０歳です。大使を務めた後、８３年

にアメリカに帰ってきます。外国生活が長い。フラン

スに心酔します。フランスもフランクリンに心酔します。

フランスとフランクリンの関係はハッピーな関係で、フ

ランクリンはアメリカに帰って「フランスほど故国は私

を迎えてくれない」と言うわけです。フランクリンは死

ぬまでアメリカ人としての意識は中途半端です。
Gordon S. Woodの話の落ちは「フランクリンがアメ

リカ化したのはフランクリンが死んだ後だ」というもの

です。この点は後の国民社会の発展と宗教問題で

語ることになります。

フランクリンはある種の時代の精神、発展期のフ

ィラデルフィアの時代の精神を体現した思想家であ

り、実践家であり、政治指導者であったということで

す。彼の『自伝』で一貫して「神」という言葉はしばし

ば出てきますが、特定の教派に対する不信感は強

い。ピューリタニズムとか啓示宗教に対する疑いも明

示的に出している。「ある時、自分は完全な理神論

者になった」と『自伝』の一節で書いています。しか

しながら「理神論者になった」と言ったすぐ後にこう

も言っています。「理神論は人間を傲慢にする、
vanityに陥らせる。私と一緒に組織宗教に対する

批判を固めた男たちが実生活ではだらしない個人

主義、糸が切れた凧のような個人主義に入ってい

く。これは理神論が問題なんだ」と。

彼は理神論者ですが、それを絶対的なものとは

しない。彼は何を重視するか。自分が刻苦勉励して

社会秩序を登ってきた背景には世俗的な徳がある。

この徳を自らの神との応答で培ってきたと言います。

それは決して方法論抜きにできたことではない。フ

ランクリンには有名な「十三徳」があります。子どもの

頃に読んで、最近になってまた読んで、新たな発見

があり面白かったです。彼は「世俗道徳」を生き方

の基準にした最初の人です。宗教はその世俗道徳

を培うための手段として評価されることになります。

面白いシーンがあります。フランクリンのような理神論

者、世俗道徳論者が「大覚醒」、宗教的な熱狂と出

会うシーンです。有名な一節です。G e o r g e

Whitefield が大覚醒のきっかけになる演説をして

いる時、フランクリンが、あまり評判なので聴きにい

った。自分は宗教的熱狂とは縁がないと思ってい

た。聴衆に帽子が回ってくる。「お金なんか入れな

いぞ」と思っていたけれど、あまりすばらしい演説な

ので１シリングか２シリングを入れた。何度も帽子が

戻ってきたので、最後に財布がカラになってしまった。

あの伝記の一節ではフランクリンが G e o r g e

Whitefield を一面では好意的に評価しています。

た。そのようなことが起こった理由について、宗教的

な多元性とか、啓蒙、科学も考えられますが、この

時代、少し乱暴な言い方ですが、独立宣言の直後

くらいは宗教というものをあまり考えない人々が指導

者になり、あまり考えずに革命が起こされたのでは

ないかと考えられます。

なぜかということを次の「植民地社会秩序の特性」

で見てみたいと思います。アメリカという国は社会的

な既存の秩序を変えたところからできていますから、

ハイアラーキー、安定性、画一性、ヨーロッパのキリ

スト教社会において当然、前提とされている権威が

全くないところから社会をつくっていきました。「社会

性」「共同性」をつくりだすものであった。よくアメリカ

のもともとの起源をピューリタン、ピルグリム・ファーザ

ーズに求めますが、ピューリタンの「正教国家」は、権

威、画一性、安定性、ハイアラーキーに対する一つ

の答えを与えた。明治維新の指導者のように数は

少ないが、一人ひとりが宗教的な迫害を逃れてきた

という、魂を内側に抱えた人間たちを一つの安定

的な秩序の中に埋め込んでいって、しかもコミュニテ

ィ全体を維持させるためにはピューリタンは「正教国

家」という答えを出した。これは厳格な神学に基づ

く統治システムですから、当然、ピューリタンに対して

は、アールミニウス派などの「自由意思論」に立脚し

た、そんなに峻厳に世俗世界を考えなくていいので

はないかという批判が起こります。神の支配が絶対

であり、予定説で、限られた人間しか選ばれず、選

ばれた人間に恩寵が下って、選ばれなかった人間

は天国に行けないという思想は現世を縛るには都

合がよかった。これはマックス・ウェーバーも注目して

いる点です。救いに至る宗教過程、「悔悟」（con-

viction）「回心」（conversion）「聖化」（sanctifica-

tion）という人生の三段階ですが、これをある種の

「世俗秩序」へと変換したのがピューリタンの「正教

国家」であったと考えていいと思います。

ピューリタンの正教国家は、この神学、選ばれた

ものだけが、選ばれているかどうかは決して人間に

はわからないという不安定な状況の中で世俗生活

を送る。これが秩序を安定させている時期というの

は短かったのではないかと、今では考えられます。

神学が優位であって、その神学を使って困難な社

会秩序の構成を行ってきたために、ピューリタンの社

会は、神学者が同時に政治的指導者である。しか

しやがて社会発展が遂げられてきて、初期の不安

定さ、初期の階層性がある程度緩んでくると、ここに

社会秩序の混乱が起こってきます。「魔女狩り」は、

その一つ現れだったと思います。それ以外にも植民

地反乱があちこちで起こります。伝統的ピューリタニ

ズムは次第に社会的な主導権を失っていきます。ド

クトリンを維持しようとすれば厳格に人々に対処しな

いといけないが、それで皆がついてくる時代が終わ

ってしまうと、ドクトリンを人々の要求にしたがって合

わせなければならない。幼児洗礼やハースフェイコ

グを認めると、それによって規範が緩んでくる。緩ん

でくることによって社会は発展してくるのですが、同

時に人気を維持しようとしたピューリタンの指導者か

らみると、自分達の社会的な権威が落ちていく過程

である。このアイロニーに１７世紀から１８世紀のピュー

リタニズムは直面しただろうと思います。

アメリカ社会全体を見ると多元的な宗教世界で

すから、必ずしも非分離派のピューリタンがアメリカ

全体を覆ったわけではない。信教の自由を主張し

た人々は別の宗派をつくり、カトリックもやってくるこ

とになります。ピューリタニズムそれ自体、ある種の社

会発展の中で権威を失ってきました。それを端的に

押し進めたのが、一つは「啓蒙」であって、その中か

ら「理神論」や、キリストの神性を否定するユニテリ

アンが登場します。キリストの神聖性に対する疑い

も出てくる。そこを問わずに神は宇宙の展開によっ

てのみ自らを現すという理神論的な考え方が優越し

てくることになります。これは科学革命の影響は大き

いと思います。

もう一つは、ピューリタニズムに対する信奉が失

われてくるにつれて宗教的な感情も衰えてきます。
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one king, one church, and one tongueを創出し

たわけではない。階層的、文化的、民族的、人種

的、教派的に多元的社会を包摂する連邦国家とし

て成立している。１９世紀初頭、アメリカ・ナショナリズ

ムはアモルファスな状況にあったと考えています。国

民がアメリカを漠然と自分の国ととらえる意識はあっ

たにせよ、そのアイデンティティの核に何があるか。憲

法や独立宣言は大きな傘として社会を覆っていた

かもしれないが、それと呼応するような形で厳密な

ナショナル・アイデンティティは生まれていない。ここか

ら先がJoyce ApplebyとGordon S. Woodの問題

です。革命をどうやって継承するかという問題です。

ここから起こったことはまさに社会発展、社会の
expansion、膨脹であるわけです。ここから資本主

義社会が生まれてきます。今まで独立革命論の歴

史的な解釈は最初にウィッグの解釈があって、アメリ

カ独立革命は人類の自由の一段階を画したという

考え方があり、さらに共和主義革命があって、あれは

徳の共同体をつくったのだという言い方をする。そ

れに対してJoyce Applebyは、ルイス・ハツが言った

ようなリベラリズムは当初から共和主義を超えてあっ

たのだ。アメリカはもともと所有的な資本主義が強か

った国なので、それの問題を考えるとアメリカの革命

はリベラルな資本主義革命の前身であると考える。

その考え方は１９世紀を見ると全部入っていたと見

えるわけです。１９世紀初頭には共和主義的な徳も

あったし、リベラリズムもあったし、資本主義の芽も

あって全部がアモルファスだった。その中から新しい

アメリカ社会が登場してきている。その場合にイニシ

アティブをとったのが経済的発展であり、西部への
expansionだったと、最近の歴史は解釈しているよ

うです。

資本主義を考える場合、資本主義的な人間類型

が生まれてくる。先に挙げたGordon S. Woodの
The Americnization of Benjamin Franklinで

は、フランクリンが生き返るのはこの時点だといって

います。フランクリン的な刻苦勉励の徳、立身出世

の徳、自省、十三徳や、civicなバーチュはこの時点

で再評価される。フランクリンの自伝が版数を重ね

る。とりわけ富の福音的な議論や、出世するために

どう他人との関係を大事にしたかという徳が説かれ

ます。フランクリンの自伝の中で印刷工として苦労し

た部分が出ていて、この時期から「労働」という価値

が評価されるようになる。これはそのまま西部に行

けば「丸太小屋神話」になってきます。１８４０年に二

大政党の両方が丸太小屋出身だという、そんなこと

はうそばかりですが、有名な「丸太小屋キャンペーン」

をするようになる。その背後には労働して刻苦勉励

して、self-made manで成り上がった人間というの

が、この時期にアメリカのナショナル・アイコンになって

くる。この時にフランクリンが再生され、同時に
Joyce Applebyが言うところでは「資本主義的な労

働倫理」がアメリカ社会の中に根づいてくる。

第二次大覚醒がこの時期に起こります。片方で

は世俗的な資本主義、Market Revolutionが起こ

っている中で、同時にアメリカ社会全体で広範な信

仰復興運動が起こります。この信仰復興の中のター

ムである「悔悟」（conviction）「回心」（conversion）

「聖化」（sanctification）などの言葉は全部ピューリ

タンがつくったものです。その言葉がここでも出てく

るのですが、意味合いが全く変わってきます。con-

versionはピューリタニズムでは電光に打たれるみた

いにある瞬間に痙攣を伴ってくるような回心です。し

かしこの時期になるとconversionはゆっくりした教

育によって可能になってくる。ゆっくりした教育によ

ってconversionが可能だという背景には「教育が

人々を教化しうる」という考え方が出てくる。これは

世俗的です。かつては、お前は神に選ばれるかど

うかわからないという恐れが人間を正しい道に導い

た。ピューリタニズムの世界では人間が人間を導く

という傲慢なことは言ってはいけない。ところが第二

次大覚醒の時には同時にpublic schoolの建設ブ

ームが起こる。人々を教化するためにアルコール中

毒の病院ができる。フーコーではありませんが、

もう一つはGeorge Whitefieldの大覚醒がどうい

う雰囲気の中で行われて、人 を々どう説得したかと

いうことです。大変な演説の才をもった人のようで

すが、３万人くらいフィラデルフィアに集めて演説をや

るらしい。マイクもない時代です。それで声が通る。

リンカーンもゲティスバーク演説の３分間があります。

大変大勢の兵士を前にして肉声でやるわけです。

１８～１９世紀の大衆民衆運動にかかわった、民主

主義運動にかかわった人たちは声が大きいことと、

またリンカーンは長身で目立ったらしい。そういう側

面は歴史で重要かなと最近思っています。

フランクリンは「もしGeorge Whitefieldの大覚醒

が、人々を日常生活において徳ある生活を営む方

向に強化するのであれば、宗教も捨てたものではな

い」と評価しています。しかしフランクリンはあくまでも

啓蒙の子であります。科学についても大きな貢献を

して「新世界からやってきた啓蒙的科学家」というこ

とで、フランスで人気を博する理由になります。フラ

ンクリンの出世は例外的かもしれませんが、その生

き方や、都市の職人層の間に生まれてきた倫理観

を、彼はある程度代表していたのだろうと思います。

それと片方でピューリタン神学の衰え、組織宗教の

腐敗が、アメリカの植民地時代１５０年を経て目立っ

てきた時にアメリカ革命が起こった。このことはアメリ

カの憲法が政教分離原則を確立する大きな背景に

なったと思います。

「政教分離原則」がアメリカ社会全体を統合しよう

とする時、一つの皮肉でしょうが、宗教を政治から

分離することによって世俗国家の統合性を保障した

という側面があるのだろうと思います。この時期の

共和主義者はcivicであって、humanitarianism

に立脚していたと言っていいでしょう。「大覚醒」も霊

的な面の覚醒は導いたけれども、教会組織、教会

指導者、聖職者総体の権威は、この時期に衰退し

ていったのだろうと考えられます。しかし政教分離原

則の後に起こったことは、Jeffersonの予想とは違

っていました。Jeffersonはこの後、アメリカは「どん

どん世俗化していくだろう」と言っています。
Jeffersonが今いたら「アメリカ例外論」を唱えるかも

しれませんが、彼は「アメリカは、今後、キリスト教が

なくなって、世俗的な共和主義が宗教をより理性化

して脱神秘化するだろう」と言いました。Jefferson

は１８８２年、死ぬ少し前に「現代の若者はすべて死

ぬ時はユニテリアンになっているだろう」と予想して

います。若者たちはやがてキリストの神性を認めな

いユニテリアンになる。それだけ合理性がアメリカ社

会のトレンドになるとJeffersonは見ていました。とこ

ろがJeffersonの盟友のJames Madisoは、同じ時

期、１８１９年、１８３２年に「宗教教育、宗教インストラク

ションは却って盛んになっていく」と言っています。か

つて公的費用によって肯定された古い教会は大方

のところを壊滅してしまった。establishしたchurch

は壊滅したが、その他の教派の教会はなお増加し

てきている。牧師たちの数と政権分離と道徳性も

人々の献身も完全な教会と国家の分離によって目

に見えて増大してきている。

「非キリスト教国家」と「プロテスタント社会」と言っ

た意味は、国家自体は非キリスト教国家として樹立

されているが、社会そのものの中には広範なプロテ

スタントの教派が広がっていくということです。このよ

うな状況が１９世紀前半に現れています。さらに
James Madison は１３年後このように延べていま

す。「宗教に対する法的な補助が撤廃されてから現

在に至る５０年の時の流れが明らかにしたことは、宗

教は政府の支援を必要としないということだけでは

なく、政府は宗教をその管轄範囲から除くところで

困ることはほとんどないということである」。実際に教

派、教会数が西部への拡大に伴って、急速に増え

ている。ニューイングランド中心のコングリゲーショナ

リストについても、聖職者の権威は衰えたにもかか

わらず教会の数自体は増えているという統計が出て

います。

「建国の理念」が、果たしてどう受け取られたか。

革命が成功したことはヨーロッパモデルの単一国家、
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労働して労働価値にしたがって蓄積した富に基づい

て自分の人生を最後まで走りきっていくということで

す。それは具体的に何かというと、年金をプライバタ

イズするという話です。自分で稼いだお金を自分で

将 来 生き延 びるためのお 金にする。これが
Ownership-Societyの実情であって、現実には
Ownership-Societyは大きな貧富の格差を生んで

いる。しかし原理的にもう一度アメリカの建国をつく

ったような「社会契約論」的な議論を、現職の大統

領がやっているのです。ロック原理主義は「労働を

覚醒する」というただ一つの点において、マルクスと

の間に共通点があると思います。そう考えるアメリカ

は、ロックからブッシュまで一つの社会的な法則性を

形成してきた国だと言えるのもかもしれないという考

え方です。

もう一つは「アメリカは近代化の先端を走りながら、

なぜ深く宗教なのか」という問題です。これもアメリ

カモデルを使って世界全体の宗教家の現状を照ら

しだすことができるかもしれない。そうだとすると「例

外なのはアメリカではなく、今のブッシュやP a t

Robertsonは人類史の法則性を実証しているのも

しれない」という皮肉なことも言えるかもしれません。

social controlのための装置ができてくる。それは

まさに「人間が人間を教化しうる」という発想です。

宗教はそれだけ世俗化してきているわけです。しか

しconversionは大事になる。conversionして、人

間は何になるか。usefulな人間になる。神に仕えて

神のプロジェクトの中でusefulな役割を果たしうる存

在になることがconversionの意味なのだということ

です。天国に行くことではなく、現世の中でuseful

な仕事をすることになります。usefulな仕事をするこ

とは、その職業観、マックス・ウェーバーの『プロテス

タンティズムと資本主義の精神』に近いのですが、そ

れぞれのボケーションの中で全力を尽くすことが一

番バーチュアスな人間になるということです。

第一次覚醒は個人の救いに止まっていたが、第

二次覚醒は個人がsanctifyされるところまでいくよ

うに、ピューリタンの理論をdemocratizeする、民主

化すると同時にそのことによって覚醒それ自体が社

会化されていく。第二次大覚醒は社会的な覚醒、

社会全体のsanctificationになる。丁度、この時期

に現れてくるのが「千年王国説」です。千年王国説

と同時に出てくるのが「アメリカの選ばれた国民」と

いう考え方、Manifest Destiny、集合的に我々は

神に選ばれている民であり、したがって、集合的に

神の使命、神に与えられたボケーションを果たしてい

って人類社会の歴史に貢献する。そのことがひい

ては神に貢献していくことになる。世俗的な営利活

動を活発化すると同時に宗教的な信条を活発化す

るところに移っていくわけです。

この一番大きな問題は、言うまでもなく奴隷制で

す。奴隷制は南部と北部が労働というものをめぐる

価値で争った側面があります。奴隷制の南部には

依然として、フランクリンがアメリカ化される以前、ジェ

ントリーになって、自分はようやく働かずに食べてい

けるということを喜んだような有閑階級の論理が深

く浸透していた。皮肉なことに労働倫理が確立しな

いままに奴隷制経営のプランテーションは資本主義

化しています。これはバリントン・ムーアが「アメリカ資

本主義の三系列」ということをいっていました。一つ

は「北部の産業資本」、もう一つは「西部の小農民

資本主義」、それから「南部の奴隷制」。この三つが

資本主義的であるということです。富を蓄積して再

投資して、設備投資を繰り返すことによって富全体

の創出量を多くしていく。これは資本主義だと。しか

しアメリカの場合は南部と北部が別の道を歩みま

す。アメリカは一つのNationになるためには南部的

な労働蔑視倫理およびジェントリークラスの倫理と、

北部的な労働倫理とが、決着をつけないといけない。

結局、産業資本の方が勝ちました。産業主義を率

いて、労働の倫理を掲げて成長してきた北部が反

奴隷で南部を壊滅したところにアメリカのNationが

生まれる。ナショナル・アイデンティティが確立すると

考えられるだろうと。

建国の論理は、少なくとも１９世紀前半だけでもか

なり変動してきているということを今日は申し上げた

かったのですが、これはあくまで私論です。「アメリカ

例外論」はもう一度考え直す余地が多いだろうと思

っています。「アメリカに社会主義はなぜないのか」と

いう問いは、冷戦後、妥当性をかなり失ってきてい

る。社会主義はないのがあたりまえの社会になった

時、「なぜアメリカになかったのか」を問うよりも「なぜ

ロシアにあったのか」と問う方が「例外論」としては正

しい問い方だろうと思います。

もう一つは社会主義の問題は労働倫理の問題

とか資本主義の問題ですが、２００５年のブッシュの

就任演説で驚いたのは「Ownership-Society」と

言ったことです。この演説で「自由」が何回出てきた

か が 注 目され ました が 、私 が 驚 い た の は

「Ownership-Society」という言葉です。ほとんどロ

ックの思想です。労働によって人々が培ったものを

大事にする社会にしたいという話です。労働の中に

ホリエモンのようなものも入っていますから、果たして

正しいOwnership-Societyと言えるのかどうかわか

りません。しかし少なくとも表面だけとれば、「社会

契約論」ではありませんが、荒野に孤立した個人が
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救いにいたる宗教過程（「悔悟(conviction）」「回心(conversion)」「聖化(sanctifi-
cation)」)が世俗の統治過程と不可分。神学の優位。神学者の社会的主導性。
この祭政一致による社会統制の不安定性→「魔女狩り」（1692年Salem）
伝統的ピューリタニズム（コングリゲーション派教会と聖職者）の社会的主導権の衰
退。
宗教的多元性と「信教の自由」（ロードアイランド）

２）啓蒙の波及
ニュートン革命（科学革命｡）⇒人間の理性をとおして創造の神秘を解明しうると
いう信念の登場
理神論＝神は宇宙の展開によってのみ自らを現す。啓示の否定。
ユニテリアン＝キリストの神性の否定、人間の理性への信頼

３）大覚醒
Jonathan Edwards (Northampton revival, 1734)/George Whitefield (1739
年に始まる巡回)→多数のエピゴーネン＝New Lights。福音主義的な熱狂（⇔冷
厳なピューリタニズム）。

◆ベンジャミン・フランクリンの啓蒙主義
――啓示宗教への疑い【資料2､3】と理神論への傾斜と疑問【資料4】
――啓示をも理神論をも相対化する「有用な徳性」の規準（＝近代的個人主義

の倫理的基礎）の提示。【資料5】
――世俗道徳、生き方の規準としての道徳が目的であり、（さらにはそれによっ

て得られる功利が目的であり）、宗教は手段。→市民宗教への傾斜
――宗教的覚醒運動へのアンビヴァレンス（ジェントリーとデモクラットの間）【資

料6】
――アメリカ社会（とりわけペンシルヴェニア）の宗教的多元性→教派間共存原

理へ【資料7】

４）政教分離原則の確立【資料8】
Jeffersonﾕs criticism: Christianity as an “engine for enslaving mankind, a
mere contrivance to filch wealth and power”

啓示神学（神による究極的な真理の提示）→キリスト教の場合、イエス・キリス
トにおける神の顕現。啓示の網羅的収録＝聖書

自然神学（啓示によらず、自然理性にのみ基づく神学）→神の存在や唯一性は
自然理性によっても認識可能
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同志社大学一神教学際研究センター部門研究１・２合同研究会「一神教世界にとっての民主主義の意味」

2006年1月21日

アメリカ建国の理念――「近代」と「宗教」の相克

古矢　旬（北海道大学）

１．はじめに――問題の所在
◆アメリカ建国の理念？――統治規範とアイデンティティ

独立宣言と合衆国憲法／それらが提示するものについての長い論争
アメリカ人というアイデンティティの核心――自由・徳・商業
「理念」と「歴史」

◆アメリカ国民社会の「例外性」
「例外」の意味
選民思想／社会主義／世俗化

◆アメリカ国民形成における宗教問題
――「近代と宗教」問題の一断面＝世俗権力による宗教利用＝社会統制の手段

としての宗教
参考：渡辺浩氏「『教』と陰謀」（『韓国・日本・「西洋」』

慶應義塾大学出版会、2005所収）の問題提起

――啓蒙と理性の時代における「国家形成」
――解決すべき問題としての宗教的多元性
――近代的市民の道徳的形成と宗教／徳と信仰の関係

◆アメリカ史における宗教問題
――自立（孤立）した理性的個人からいかに社会秩序を形成しうるのか
――科学革命（ニュートン、ダーウィン、マルクス）と宗教
――国家的危機と信仰復興
――神学的自由主義と福音主義
――新たな政教一致運動【資料1】

２．「建国」における宗教問題――「非キリスト教国家」と「プロテスタント社会」
１）植民地社会秩序の特性

ハイアラーキー、安定性、画一性、権威の欠如→「社会性」「共同性」をいかに創
り出すか。
ピューリタンの正教国家はこの問題に対する一つの答え。
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う伝記⇒貧困から国際的名士への立志伝⇒貧困な青年層に出世の可能性
を示す

――近代資本主義に適合的な「徳」を内面化するための世俗的な方法
――競争、物欲、金銭欲、自己利益の追求と社会改良の使命感との共存

３）奴隷制とナショナル・アイデンティティ
奴隷制下南部の「労働」観⇔北部の近代的個人主義
北部の産業主義、市場社会と適合的な人間類型が、南北戦争以後アメリカのナ
ショナル・タイプとなる。

４．終わりに――アメリカ例外論再考
◆「アメリカにはなぜ社会主義はないのか」

この問いの時代的被制約制。∵冷戦以後／グローバルな新自由主義の波⇒「歴
史的制約要因のなかったアメリカがむしろ法則性にかなっているのではないか」と
いう逆の問いかけも可能？ブッシュのOwnership Society論（ロック原理主義？）

◆「アメリカは近代化の先端を走りながら、なぜ深く宗教的なのか」
所有的個人主義の原理的な追求を許す社会の「共同性」原理はどこに求められ
るのか。そのように問いを立て直すならば、そのような社会ほど、「自覚的に」宗
教を求めざるをえないことになろうか？

【参照】
Gordon S. Wood, The Americanization of Benjamin Franklin (New York: The Penguin
Press, 2004)
Joyce Appleby, Inheriting the Revolution: The First Generation of Americans
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2000)
Frank Lambert, The Founding Fathers and the Place of Religion in America (Princeton:
Princeton University Press, 2003)

【引用資料】
【資料１】
"There is no such thing as separation of church and state in the Constitution. It is a lie
of the Left and we are not going to take it anymore."
Pat Robertson, November 1993 during an address to the American Center for Law and
Justice

【資料2】「ピュウリタニズム（最も広い意味での）偉大な人物は、すべて青年時代に予定説の陰
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独立後の各州における政教分離原則の樹立やdisestablishment
世俗国家としての合衆国建国（人間の自由意志にもとづく国家建設）⇔divine
rule
∵共和主義自体がcivicであり、humanitarianismに立脚
大覚醒⇒聖職者権威の衰退≠宗教の衰退
宗教と政府との分離は、そのいずれにとっても害はなかったという認識。【資料9】

３．「国民社会」の発展と宗教問題
１）建国の理念の変容

革命の成功は、ヨーロッパ・モデルの単一国家（one king, one church, and one
tongue）を創出したわけではない。
階層的、文化的、民族的、人種的に多元的な社会を包摂する連邦国家
⇒∴多様な（可能的な）国民的アイデンティティの相克
19世紀初頭：全国規模の印刷資本主義に支えられた包括的一元的なナショナリ
ズムは未成
しかし、革命期共和主義は、西部への新開地の展開とともに徐々にデモクラシー
と民衆的資本主義に道を譲りつつある。

「労働」の意味変容／上昇的な社会的流動性の肯定（「丸太小屋」神話の形成期）
self-made manの神話

２）第二次大覚醒
政教分離原則に基づく世俗的な共和主義が、宗教をより理性化し、脱神秘化す
るだろうというJeffersonの1822年の予想。「現在の若者は全て死ぬときはユニテ
リアンになっているだろう」。⇔【資料10】プロテスタント社会のネットワーク
その原因
大覚醒の遺産、信仰復興運動のパターンの存在
共和主義的な徳の衰微（∵フランス革命／資本主義社会の勃興）
教派・性別・人種を越えた民衆の宗教的覚醒
世俗社会の「進歩」と宗教的千年王国の到来との混交
労働・営利活動・そのための世俗的個人主義的道徳の勧奨

◆ベンジャミン・フランクリンの「アメリカ化」
――ウェーバーが、その内に典型的な「資本主義の精神」を見たフランクリン像は

革命以後に形成された。
――貧しい家の出自、奉公人から印刷業者へ、ジェントリーから国家指導者へとい
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【資料8】合衆国憲法
Amendment I
Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the
free exercise thereof;・・・

【資料9】
James Madison to Robert Walsh, March 2, 1819.

「革命以来、宗教的教育は盛んになっている。・・・かつて公的費用によって公定された［古い教
会は］おおかたのところ壊滅してしまったが、［その他の教派の］教会は増加してきており、なお増
加し続けている。・・・牧師たちの数とその精勤ぶりと道徳性も、人々の献身も、完全な教会と
国家の分離によって、目に見えて増大してきている」。
James Madison to Rev. Adams, n.d. 1832.

「宗教に対する法的な補助が撤廃されてから現在に至る50年の時の流れが明らかにしたことは、
宗教は政府の支援を必要としないということだけではなく、政府は宗教をその管轄範囲から除
いたところで困ることはほとんどないということである」。

【資料10】教派教会数
1780年 1860年

Congregationalist 750 2,200
Presbyterian 500 6,400
Methodist -- 20,000
Baptist 400 12,150
Catholic 50 2,500
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鬱な厳粛さの影響をうけて成長し、予定説を彼らの出発点としていた。・・・後年きわめて自由
な思想の持ち主となったフランクリンもそうだった」。（マックス・ウェーバー『プロテスタンティズム
の倫理と資本主義の精神』、岩波文庫、176ページ）

【資料3】「私の両親は早くから私に宗教心が起るようにし、幼年時代を通じて、敬虔に私を非国
教派の方向へ導こうとしたのである。ところが、いろいろ本を読んでみると、いくつかの点に対し
て異論が出ているので、そうした点について次々に疑問を持つようになり、そのあげく、一五歳
になるかならない頃には、天啓そのものさえも疑いはじめたのである」。（『フランクリン自伝』、岩
波文庫、93ページ）

【資料4】（反理神論の書物を読むうちに、逆に）「こうしてけっきょく私はまもなく完全な理神論者
になった。・・・（しかしこの背教的議論を受け入れた人びとの中には、世俗的に受任しがたい
非道な行いには知るものが少なくなく）「この教義は、真実であるかも知れないが、あまり有用で
はないのではあるまいかと私は思い始めた」。（94ページ）

【資料5】（逆に）「天啓は実際それ自身としては私にとってなんらの意味も持たず、ある種の行為
は天啓によって禁じられているから悪いのではなく、あるいは命じているから善いというもので
もなく、そうではなくて、それらの行為は、あらゆる事情を考え、本来われわれにとって有害であ
るから禁じられ、あるいは有益であるから命じられているのであろうと私は考えた」。（95ページ）

【資料6】「1739年・・・ホイットフィールド氏がフィラデルフィアへやってきた。はじめは説教を許し
た教会もあったが、牧師たちはやがて彼を嫌って説教壇を提供することを拒んだので、やむを
えず彼は野外で説教を始めた。その説教を聞きに集る各宗派の群衆の数はおびただしいもの
であった。・・・やがて現れた町の住民たちの態度の変化には驚くべきものがあった。今まで宗
教については考えもせず、まるで無関心であったのが、急に世界中が信心深くなってきたかのよ
うで、夕方町を歩くと、どの通りでも、方々の家で賛美歌を歌っているのが聞こえてくるのであっ
た」。（同、169ページ）

【資料7】（1751年ペンシルヴェニア大学設立に関して）「ことわっておかねばならないが、この
［大学の］建物は各宗派の信者の献金で建てられた者であるから、土地家屋の管理を託すべき
委員の指名には、ある一つの宗派が優勢を占めることのないように、とくに注意が払われてい
た。・・・それで各宗派から一名ずつ、つまり英国国教派から一名、長老教会派から一名、浸礼
派から一名、モラヴィア派から一名という風に指名し、もし死亡のため欠員ができた場合には、
寄付者の中から選挙によってこれを補充することになっていた。たまたまモラヴィア派の委員が
同僚と仲がよくなかったため、彼が死ぬと、委員たちはモラヴィア派からはもう委員をとらぬこと
に決めた。ところで、他の派から選ぶとすれば、同じ宗派から委員が二人出てくるわけで、これ
を避けるにはどうしたらよいかが、次の問題になった。数人の名前が出たが、右の事情で意見
が一致しなかった。その中に一人が私の名をあげ、私は一個の誠実な人物というだけで、どの
宗派にも属していないからと言ったところ、一同なるほどということになって私を選び出した」。

（190～91ページ）
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いうところをお話できればと思います。

われわれの２１世紀は、２００１年９月１１日、同時多

発テロで幕を開けたという印象がどうしても濃厚

になってしまいます。フランスでも２００２年に入ると、

９・１１の直接、間接の余波と感じられるような出来

事や著書の刊行が目立つようになってきます。中

でもピエール＝アンドレ・タギエフという歴史家の

『新たなユダヤ嫌い』という本が物議をかもしまし

た。９・１１以来、あるいはそれ以前からすでに思想

的に極左と呼ばれる人々を中心として、反米、反

イスラエル、親パレスチナ、親アラブから出発し、

西洋そのものを標的とするテロリストに拍手喝采

さえ送りかねないような言説が蔓延してきており、

それが新しいタイプの反ユダヤ主義の勃興にもつ

ながっている。簡単に言うとそういう趣旨の本で

す。タギエフは『ユダヤ陰謀説――シオン賢人の

議定書』という歴史的研究で知られる歴史家です。

反ユダヤ主義、人種差別主義一般に関する研究

者として、私も以前から参照してきた人ですが、今

回のこの本は、やや性急に極左勢力による世界陰

謀なるものを自分でこしらえてしまったという感じ

がします。常日頃、自分が研究している陰謀説に、

自分自身はまりこんでしまったという印象もないわ

けではない。

同様に９・１１の直後、イタリアの有名なジャーナ

リスト、オリアーナ・ファラーチがイタリア語と英語

で出版した、アメリカ支持、イスラーム敵視の書、

『怒りと誇り』のフランス語訳が出まして、その内容

をめぐってもかなり激しい紙上論争が行われたよ

うです。

２００２年になると、ユダヤ関係でも話題をさらっ

た出来事がありました。フランスのユダヤ団体すべ

てを傘下におさめてまとめあげている組織ＣＲＩＦ

の代表ロジェ・キュキエルマンが、大統領選におけ

る極右政党の大躍進という結果をうけて、「これは

フランスのイスラーム教徒らに対して、おとなしくし

ていた方がいいぞ、という意味が込められたメッ

セージである」ということをイスラエルの『ハアレツ』

のインタビューに答えて述べ、これが轟々たる批判

を浴びました。ル・ペンの国民戦線は何もフランス

のイスラーム教徒だけを排除しようと言っているわ

けではなく、それ以前に何よりもユダヤ人排斥を

堂々と掲げてきた政党でもあるのに、今やユダヤ

人団体の代表者が国民戦線と同じようなイスラー

ム排斥の言辞を繰り広げるようになったのかと、

ユダヤ人たち自身の中からも厳しい批判がなされ

た。ほどなくキュキエルマンは「配慮を欠いた失言

だった」と謝罪しています。このほか、イスラエル

に関する事件として、年譜に掲げておいた「パリ

第６大学論争」もありましたが、詳細は割愛します。

翌年２００３年になりますと、フランス、ドイツ合同

のテレビ局「アルテ」で、イスラエル軍のジェニン侵

攻の模様を伝えるドキュメント『ジェニン、ジェニン』

が放送直前で中止になるという騒ぎがありました。

ユダヤ側の圧力によるのではなかったのかと盛ん

に問題になったりもしています。２００３年は、イスラ

ームとアフリカ系の移民二世の側から、かなり挑発

的なユダヤ攻撃の言辞が相次いで繰り広げられ、

世間の話題をさらった年でもありました。スイスの

若いイスラーム学者ターリク・ラマダーンが、インタ

ーネットのサイト上で、「フランスのユダヤ系の知識

人も政治家も、反イスラーム感情をかきたてながら

イラク戦争を支持している」として、いくつか固有

名詞をあげながら名指しで激しい抗議を繰り広げ

る。その際、ラマダーンは、タギエフがまったくユダ

ヤ系の出自の人間でもないにもかかわらず彼もリ

ストの中に含めてしまったり、ユダヤ系哲学者フィ

ンケルクロートなど、なにもイラク戦争まで支持して

いるわけでもない人間まで含めて糾弾したり、か

なりお粗末な間違いをおかしています。

２００３年１２月、父方の系譜によってカメルーンに

つながっているデュードネ・ムバラ・ムバラという人

気俳優が、あるテレビ局の生番組に正統ユダヤ教

のラビに扮して出演してきて「ハイル・イスラエル！」

「一神教世界と民主主義」という非常に大きな

テーマを課されておりますが、私からは、フランス

のユダヤ人のことに関連して話題提供をしたいと

思います。私は即物的な人間で、何々主義、何々

性という抽象名詞が三つ、四つ並んでしまうと、と

たんにまとまりがつかなくなって混乱するタイプで、

具体的な出来事や風俗から出発しないと自分の

話を組み立てられない方なので、まずはフランス

の２１世紀最初の５年間を出来事とともに振り返る

という形をとってみたいと思います。

フランスでは昨年が１９０５年に制定された「国家

と教会の分離に関する方」（一般に「政教分離法」）

の１００周年にあたる年でした。フランス共和国にお

けるライシテ（非宗教性、世俗性）の原則――英語

では「セキュラリティー」と呼ばれますが、フランス

では「ライシテ」の方が主に使われます――、そし

てここ数年の議論の趨勢の中から、日頃、私が専

門研究のテーマとして関心を持っているユダヤの

視点からフランス共和国の２１世紀に向けて真価が

問われているとすれば、それがどういう意味にお

いてであるかという個人的な結論を申し上げて、

仮の結論にしたいと思います。

２１世紀もすでに２０分の１の時間が経過してしま

いました。その間、フランスに集中的に関心をお持

ちでない方にとっても特にご記憶に残っているの

は、まず、２００２年に行われた大統領選挙でジャッ

ク・シラクが再選されるにあたり、ル・ペン率いる極

右政党、外国人排斥を露骨に掲げている国民戦

線（FN）が予想を上回る得票率を記録したこと。次

に、イスラーム教徒の女子学生が着用するチャドル

――スカーフ、ヴェールとも呼ばれていますが――

が法によって制限されるようになったという話題。

三つ目は、昨年秋からこの正月にかけて、パリをは

じめ都市郊外で始まった移民二世、三世が中心と

言われている若者たちによる暴動のニュース、この

三つだったのではないでしょうか。これを単純につ

なぎあわせますと、どうやらフランスでも移民の問題

がますます表面化してきており、移民を排斥しよう

とする極右政党が徐々に勢力を強める一方、政府

の方はチャドルの着用制限に象徴されるように、宗

教・民族的アイデンティティーの発露や移民系の若

者たちの不満に対して、かなり強硬な姿勢でそれ

を押さえ込もうとしているようだ、という印象になっ

てしまうのかもしれません。日本のメディアも大方そ

のような調子で報道していたように思いますし、私

自身、日本の新聞やテレビを介して眺めている限り

においては、うっかりそういう印象を持ちそうになっ

たのですが、今回、この機会にフランスのメディアを

もう一度細かくたどり直してみますと、そういう印象

は確かに間違いではないかもしれませんが、やや

皮相的すぎて危険かもしれないという印象も得ま

した。公立学校でのチャドルの着用制限の法律の

制定については、アメリカのメディアでかなり批判的

に採り上げられたせいで、日本のメディアもその論

調に影響されてしまったきらいがなきにしもあらずで

はないかと思います。今日はいろいろな出来事を

関係づけながら、一般の報道から受けてしまいが

ちな印象とは少し違う文脈もあるのではないか、と
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たナポレオンは、その意味でヒトラーの先駆者であ

ったという主張をもって、今現在、センセーションを

巻き起こしています。

２００５年のユダヤ関連の欄をご覧ください。３月、

ある教育法の改正に反対する学生デモの最中に、

一部の参加者が特にキッパを被っていたというこ

とで、どうやら有色人種とおぼしき暴徒らに襲撃を

受けて大怪我をする事件がありました。ユダヤ系

の青年団体を中心に「これはユダヤ人と白人を標

的にした人種差別の兆候である」と緊急アピール

を出して、これをアラン・フィンケルクロートなどが盛

んに支持するということもありました。

こうしてサイクルは一巡した、完成したと言いま

すか、今ではアラブ系、アフリカ・カリブ系、ユダヤ

系、白人までもが一斉に揃い踏みで、自分たちは

何らかの不当な差別の対象になっていると全員が

アピールを出すという状況に立ち至ったわけで

す。次にアピールを出す可能性として残っている

のはヴィエトナム系を中心とする黄色人だけかもし

れないというくらい、一斉に諸団体が差別糾弾の

アピールを出すという状況に立ち至っています。

２００５年のフランスをめぐる最大の話題は、やは

り都市部郊外の若者らによる暴動騒ぎでしょう。

実に１９５５年のアルジェリア戦争以来、５０年ぶりの

非常事態宣言が出され、年があけて、つい先頃、

ようやく解除になったという状態です。これをめぐ

ってフランスの論壇も非常に賑やかだったようで、

エピソートとしては無限にあるのですが、今日、ご

紹介したいのは、あるイスラーム指導者から出され

たファトワーです。先日、CISMORの別の会合で

このことを話しておりましたら、東京外国語大学の

大塚和男先生が、「それについてフランスのイスラ

ーム指導者がファトワーを出してないか調べてみ

たら面白いのではないか」とヒントをくださいまして、

調べてみましたら、やはり出されていました。２００

５年１１月６日、「フランス・イスラーム組織連合」のシ

ャイフがファトワーを出し、暴力と破壊行為を自重

するよう若者たちに呼びかけた。これをめぐって

もいろいろな議論があったようです。たとえば「社

会問題についてイスラームの名において公式声明

を出すことは政教分離の精神にそぐわないので

はないか」、「ファトワーを出すことによって、あたか

も暴徒らが皆イスラーム教徒の若者であるかのよ

うな印象を与えるのは好ましくないのではないか」

という批判もありました。それよりも興味深かった

のは、ファトワーの中で、暴力行為を諌め、公共の

秩序を守るように呼びかけるために使われていた

クルアーンの言葉が、原典をよく見てみると、その

前後でユダヤ教徒に対するかなり厳しい攻撃の言

辞が繰り広げられている箇所から引き出されてい

ることがわかりました。そのような箇所が故意に選

ばれたのではないか、という疑念が誘発されたり

したわけです。

しかし、暴動関連でもっともメディアを賑わせた

のは、イスラエルの『ハアレツ』に掲載されたアラ

ン・フィンケルクロートのインタビューだったと思いま

す。インタビューはフランス語で行われましたが、昨

年１１月８日『ハアレツ』紙に、ヘブライ語と英語に訳

されて掲載された後、さらにその一部がフランスの

『ル・モンド』紙でフランス語に訳し直されて報道さ

れた。そのインタビューの中で、フィンケルクロートは、

今回の暴動は、郊外に住むアフリカ系やカリブ系

の移民二世、三世らが、学業や雇用の面で受けて

いる社会的差別に怒って実力行動に出たというの

ではなく、日頃から彼らの心に宿っているフランス共

和国に対する民族・宗教的な憎悪に端を発してい

るのだと言い切った。しかもそれは反フランス、反

ユダヤを日頃から標榜している組織によってかなり

大がかりに組織された「反共和国のポグロム」であ

る、という言い方をしました。また、それに対して、

暴動の中心を占めているのがアラブ・アフリカ系の

若者たちであって、彼らが日頃からフランス共和国

を全く愛していないということすらポリティカリー・コ

レクトの気遣いから口にするのを憚り、もっぱら「社

などと叫んだりして、視聴者に呼びかけ、「あなた

方も私と一緒にアメリカ側の善の枢軸に入りたま

え」とふざけた言辞を繰り返し、これが大問題とな

りました。デュードネは映画俳優として若者の間で

強い人気を獲得していますが、日頃から「ブッシュ

に支配されるくらいならビン・ラディンに支配された

方がましである」というような発言を繰り返してい

た。余談として、この番組を組み立てていたディレ

クターがユダヤ系の人で、両親がイスラエルに住

んでいることもあったりして、テレビ局が謝罪、デュ

ードネ本人はユダヤ団体から名誉棄損で訴えられ

て裁判にかけられるというような顛末です。訴訟

はまだ続いていると思います。

２００４年、リヨン郊外に住むアルジェリアのイマー

ムが、ある雑誌のインタビューで非イスラーム教徒に

対する暴力と憎悪の勧めを公然と説き、イスラーム

世界の多重婚はもちろん、姦通をおかした女性に

対する石打ちの刑罰も「極めて当然のこと」と述べ

てみたりして、内務大臣令により国外追放の処分を

受けています。これ以外にもイスラーム原理主義の

立場からテロを礼賛し、暴力を説いたとして処分を

受けたり、テロ組織との関係を疑われたりするイス

ラーム指導者が何人か続いたようです。

同じく２００４年、反ユダヤ主義の動向もにわかに

活発化し、アルザスのコルマールのユダヤ人墓地

が――これは昔からあることですが――鉤十字の

スプレーで落書きされる事件もあり、同種の事件

がフランス全土で多発しました。これも相変わらず

という感はあるのですが、その年の末、ニュルン

ベルグ裁判の有効性とガス室の存在を疑う否定

主義の言説を公にした大学人が停職を命じられた

りしています。

そのような中、２００４年３月、公立学校における

宗教的な標章や服装の着用を制限する法が可決

され、同年１０月の新学期から施行されることにな

りました。すると今度は「法の撤回を求める」とい

う趣旨で、イラクで、原理主義グループたちがフラ

ンス人ジャーナリストの身柄を拘束し、３カ月後に

なってようやく釈放される事件もありました。確か

に時期からみて、イスラームのチャドルを狙い撃ち

したと言われても仕方のない「ライシテ」に関する

法については後に再び検討します。

直接宗教に関わるというわけではありません

が、ポスト・コロニアルの文脈でもいろいろな事件

があり、２００４年１０月、オリヴィエ・ペトレ＝グルヌイ

ヨーという歴史家が書いた『黒人奴隷貿易――全

体史の試み』という書物が、先立つ２００１年５月、国

会で可決されたトービラ法（過去の奴隷貿易を人

道に対する犯罪と認定する趣旨の法律）に背馳す

るとして人権擁護団体から訴えられるという事件

が起こります。ペトレ＝グルヌイヨーは、黒人奴隷

貿易は全体史として見た場合、決してジェノサイド

に相当する行為ではなかった。いわんやそれを

ユダヤ人に対するジェノサイド、ショアーに比較する

こと自体が誤った歴史解釈であって、新たな反ユ

ダヤ主義に余地を開く原因にもなっているという

主張を繰り広げております。こうしてショアーの記

憶と黒人奴隷貿易の歴史が、実に隠微な、複雑

な形で関係づけられていく。

その一方で、２００５年に入ると、アフリカ・カリブ

海に出自を持つ黒人フランス人たちが「われらは

共和国の原住民である」というアピールをインター

ネット上に掲載して、過去のフランスの植民地主義

を糾弾し、今日なおフランスは植民地主義的であ

ることをやめていないとして賛同者を募る運動が

立ち上がりました。同時に、確かにこれまで書物

の中であまり目にしたことのない点だったのです

が、ナチスの強制収容所の犠牲者の中には黒人も

いたのだという事実が、セルジュ・ビレというコート

ジボアールのジャーナリストの手でクローズアップ

されました。

２００５年末には、クロード・リブが『ナポレオンの

犯罪』という書物を著し、フランス革命政府によっ

て一端は廃止されたはずの奴隷制度を復活させ
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表明をするようになった。アメリカとはまた別のタ

イプの多民族国家の本性をますます顕著に現す

ようになってきたと思います。本来、旧植民地を

含めて世界的なものとしてあったはずのフランス的

な文脈が公論の場にどっと流れこむようになって

きたという意味で、むしろ私などは、ようやくフラン

スが面白くなってきた、とさえ感じています。もちろ

ん、一部分、単にメディアによる話題づくりに乗せ

られているだけではないか、という印象がないわ

けでもないのですが。

その上で、今日の論題に掲げた「共和国」「ライ

シテ」というキーワードを関係づけていこうと思い

ます。私はフランス語圏における「ライシテ」の専

門家ではなく、自分の勉強のために、必要上、本

を読みかじっている人間にすぎませんが、とくに

参照しているのは、甲南大学の小泉洋一さんによ

る２冊の専門書『政教分離と宗教的自由：フランス

のライシテ』『政教分離の法：フランスにおけるライ

シテと法律・憲法・条約』。フランスサイドの研究で

は、先頃来日して各地の大学でフランスのライシテ

について講演していたジャン・ボベロの著書です。

ボベロは、ソルボンヌの高等教育実践学院で長く

宗教社会学を教えてきた人で、今やフランスの宗

教社会学の第一人者と言っていいと思います。

今回、２００３年３月１５日の法によってイスラームの

チャドルの着用が法的に制限されることになりまし

たが、遡れば１９８９年、私がまだ大学院生だった頃

から、フランスでは学校におけるチャドルの着用の

議論がされてきました。以来、延々と繰り広げられ

てきた論争に、今回、一定の区切りがつけられるこ

とになったわけですが、それをもって、アメリカでそ

の種の批判が盛んに行われたように、フランスは宗

教的、民族的伝統を公の場から排除しようとしてい

るという見方をしてしまったのでは、余りにも粗末

なフランス観になってしまいます。私はことさらシラ

ク大統領のフランス共和国を擁護する義務を感じ

ている人間ではないのですが、この点については、

フランス共和国がそれぞれの宗教、民族的文化に

対して示している「尊重の姿勢」だけはきちんと見

ておかなければならないと思う者です。ジャン・ボ

ベロも強調しているとおり、こと「ライシテ」の議論に

ついては、それがうまくいかなくなった時、何か問

題になった時だけ注目され、スキャンダラスに強調

されるきらいがあり、普段、ライシテの理念をもって

うまく機能している、宗教文化がフェアな仕方で尊

重されているという側面には、日頃あまりスポットが

あてられないという実態があるので、確かに注意し

なければいけないと私も反省したところです。

今回の法によってはっきりさせられたのは「公立

学校において、教育活動の時間内に宗教的帰属

を表に現すような標章や服装を着用してはならな

い」ということです。フランスにも公立学校と私立学

校があり、生徒の数の割合で言うと、毎年ある一学

年について、子どもたちのうち８４％が公立学校に

通い、１６％が私立学校に入学・進学しているそう

です。私立学校のほとんどが宗教系の学校で、９

割はカトリックですが、プロテスタントのルター派と

長老会議派、ユダヤ教、イスラームの私立学校も、

合わせて１割程度ですが存在します。入学者数で

公・私の比率は８４対１６ですが、小学校から中等教

育に進む過程で、あるいは転校やコース変更など

により、公立から私立へ、私立から公立へとかなり

生徒の行き来があるために、義務教育課程を通じ

て一時期なりとも私立学校を経由する生徒の割合

は全体の４割に達するという。ですから、今回の法

は、見方によっては教育課程の６～８割の大きな部

分を占めるものではありますが、あくまでも公立学

校における就学時間内における宗教的表象の着用

を禁止するものであって、学校教育の現場そのも

のからチャドルを排除しようとするものというのは、

言い方として正しくないということです。

フランス共和国も、主として宗教系の私立学校

に対して補助金を交付しています。１９０５年に遡る

政教分離法に定められているのは、宗教団体によ

会的な観点から差別をなくしていこう」とか、「若者

たちの人権を守っていこう」とか、むしろ暴動者た

ちへの同情を基調としているような左派や人権擁

護派を中心とする言説は、出来事の真実を直視し

ようとしない「おめでたい精神主義」であるとして、

かなり声を荒らげたわけです。その他にもフィンケル

クロートは激しい口調で挑発的な言辞を連発して

いるのですが、その後、彼自身が「フランス語から

ヘブライ語へ、またそれがフランス語になった過程

で、大分言葉づかいが誇張されてしまった」と弁明

していますので、ここでは字面や言葉づかいには

こだわらずにおきますが、発言の中心的な趣旨は

今、述べたようなことです。

これに対して『レベラシオン』、『ヌーヴェル・オプ

セルヴァトゥール』など、各紙誌から一斉に批判の

声が上がりました。フィンケルクロートの方こそ、共和

国の擁護、反ユダヤ主義の告発という名目で、移

民二世、三世らの若者に対する社会的差別に目を

瞑ろうとしているのではないか。これを民族・宗教

的な憎悪と決めつけることによって、フランスの中に

内なる他者をつくりあげ、囲い込み、そういう憎悪

を抱いている人 さ々え外に追い出してしまえばフラ

ンス共和国はうまくいくのだというような保守派の言

説、ややもすれば極右の国民戦線にもつながりか

ねない言説を生み出しているではないか。しばらく

前からネオ反動主義者の代表格と言われてきたフ

ィンケルクロートも遂にここでその極みに達したか、

というかなり激しい批判が相次ぎました。

さて２００５年を締めくくった、ある意味ではこの５

年間のフランスを締めくくったといってもいいかも

しれない、この「フィンケルクロート論争」と、私の

今日のキーワードである「共和国」「ユダヤ」「ライシ

テ」がどう結びつくかというところは追って申し上

げることにいたしまして、以上、駆け足で見てまい

りました２１世紀最初の５年間のフランスの論争に

ついて、全体的な印象を申し上げます。

第一の印象は、２０世紀末にもまして、２１世紀の

フランスにおいては、民族、宗教、あるいはそれを

めぐる歴史と記憶というテーマか非常に重要な意

味を持ってきているようだということ。第二には、

それぞれの言論人が、それぞれの立場から、それ

ぞれのインパクトをもって発言を行っているけれど

も、共通しているのは、皆、自分自身が最後の決

定的な言葉を言おうとして力むあまり、最後のとこ

ろで何かに躓き、結果として、暴言、失言、他者へ

の配慮を欠いた発言になってしまっているという

こと。第三に、皆が皆、自分の主張が、目に見え

ない、しかしどこかで組織化されている抑制の壁

によって遮られている、と感じており、そこで自分

はあえて抑圧をはね除けながら口にしているのだ

という、「ポリティカリー・コレクトの犠牲者」としての

構えから物事を述べていること。第四に、各人が

各人の立場を代表しつつ、自分たちこそは歴史上

の真の被害者であった、と強調したがる傾向があ

る。それによって、論争が「被害者意識競争」のよ

うな性格を帯びてしまい、論争そのものが不毛な

ものになってしまいかねない。そればかりか、自

分たちこそ真の被差別者として他の被差別者を貶

めるような言説を互いに浴びせ合うような形で、

結局のところオールマイティーの差別を掲げている

国民戦線の有利に働くような危険な状況にさえな

りかねないということ。第五には、しかし、こうした

一連の傾向も、広い心で眺め渡してみると、２１世

紀の現実を何とかできないかと思いつつ、しかし

どうにもできずにいる、それぞれの苛立ちが先に

立っているのではないか、ということです。

フランスの論壇、知識人界は、２０世紀末まで、

やはり白人にして古くからのフランス人、大方キリ

スト教世界から出てきた人々が中心を占めており、

せいぜいユダヤ系とカリブ系の論者や知識人が少

数派として孤高を保っていたようなところがあった

のですが、ここへ来て、イスラーム、アラブ、アフリ

カ・カリブ系など、フランス本国の小さな六角形以

外のところにも絆を持っている人々が一斉に態度
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いうことです。確かに礼拝活動の経費や聖職者の

手当として公金の支出は禁じられています。しか

し、公有財産の無償・無期限の貸与という形であ

らゆる信仰活動が行えるようにしていく一方で、た

だ、ある限られた線で隈取られた「公共の空間」、

たとえば百パーセント公金で賄われている公立学

校の教室は、法の権限をもってしっかりと確保し、

その空間には市民があくまで市民として、それぞ

れの宗教の文脈をいったん脱ぎ捨てて入ってき

てください、ということにする。この「公共の空間」

こそが、ラテン語で言うところの「res publica」で

あり、共和国の意味でもあるわけです。

フランスの「ライシテ」が２１世紀に向けていろい

ろな問題に直面していることは確かです。特にフ

ランス第二の宗教にまで成長したイスラームをどう

扱っていくか、そして、ＥＵの統合に向けてライシテ

概念をどう活かしていくか、この二点が最大の課

題でしょう。その際、私個人としては、フランス共

和国２００年の歴史の中で長らく唯一の非キリスト

教文化を代表していたフランス・ユダヤ人の歴史

を、ライシテの議論のためにもう一度振り返ってみ

ることによって、豊かな議論の材料が得られるの

ではないかという感触を得ています。たとえば、

ジャン・ボベロが指摘しているように、フランス革命

時、それぞれの宗教人は、革命政府を支持し、共

和国の市民としての義務を果たす旨、「宣誓」

（serment）を行う義務を課されました。ところが、

その際、キリスト教徒には個人として宣誓の機会

が与えられていたのに対して、ユダヤ教徒に対し

てはラビをはじめとする共同体の名士たちが代表

して宣誓を行うという集団体制がとられた。憲法

制定議会でクレルモン＝トネールが行った有名な

発言に、「民族（nation）としてのユダヤ人には何も

与えまい。個人（individu）としてのユダヤ人にす

べてを与えよう」というものがあります。こうした考

えに基づいてユダヤ人への市民権授与が実現さ

れたわけですが、しかし、その原則に明らかに背

馳して、ユダヤ人には個人としてではなく、集団と

してしか宣誓の機会が与えられなかった。しかも、

「宣誓」という行為自体、もとをただせばラテン語

の「サクラーメントゥム」に由来するキリスト教文化

の風習にほかならない。２０世紀においては、ヴィ

シー体制下、ユダヤ人は、個々人がフランス国（エ

タ・フランセ）とのあいだにどのような関係を保って

いるかに関係なく、人種によって、やはり集団とし

て身分規定を受けることになった。つまり、本来、

宗教的、民族的な出自をことごとく個人の次元に

押し止め、「公共の空間ではそれを何かを判断す

る際の基準にしてはいけない」というのが共和国

の「ライシテ」の原則だったはずであるにもかかわ

らず、それが歴史の非常事態にあっては実にもろ

いものであるということです。そして、非キリスト教

世界に出自を持つユダヤ人のような少数派には、

常に不条理な例外措置が講じられやすいもので

あるということ。過去２００年の経験に則し、２１世紀

に向けて何かを役立てるとするならば、私はフラ

ンスのユダヤ世界の体験をおいて他にないとさえ

思っています。一つの多数派といくつかの少数派

で公共の空間を維持しようという場合、そして、そ

の公共の空間には「単なる市民として出てきてく

ださい」というふうに定める場合、現実として、少

数派の方が多数派よりもはるかに多くの出費を求

められるということです。たとえば、フランス革命に

よって市民権を得て以来、フランスのユダヤ人は

フランスの市民であるためにいかに多くの精神的

出費を求められてきたか。非ユダヤ系のフランス

人、大多数のカトリック系のフランス人に比べて、

フランスのユダヤ人はいかに多くフランス共和国に

対する「愛」を表明しなければ、フランス市民と見

なされ得なかったかということは、この２００年の歴

史の中で如実に示されております。

これは、遡ればルソーの『社会契約論』に打ち

出されている「市民は市民としての自らの義務を

愛さなければならない」というテーゼ――ここで

る礼拝活動、礼拝行為に対する公金支出の禁止

であって、宗教系の私立学校が行う教育活動に対

しては、その重要性と公的な性質に鑑みて公的な

予算があてがわれているわけです。もちろん、公

的予算の支出を受けている私立学校において宗

教的な標章を着用することに、フランス共和国は

一切口を出さないわけです。

ここで１９０５年以来１００年の歴史をもつ政教分離

の基本的な仕組みをはっきりさせておきたいのです

が、宗教団体は、別に定められた「結社法」「集会

法」に則って届け出を出し、association cultuelle

という宗教結社を結成した上で、礼拝活動も教育

活動も自由に行うことができます。１９０５年に政教分

離法が制定された時、カトリック教会はこの制度を

すぐに受け入れませんでした。受け入れられるまで

に２０年くらいかかったので、いろいろと揉めたことは

事実ですが、以来、カトリックの教会、プロテスタント

の教会堂、ユダヤのシナゴーグ、その他、礼拝用の

建物をはじめとする宗教団体の財産は、政教分離

法によっていったん国や地方自治体の所有物とな

りました。それが従来その建物を使っていた宗教結

社に無償・無期限で貸与され、維持費、補修費に

も公金が支出されるという仕組みになっています。

１９０５年の政教分離法の制定時にはまだ存在しな

かったイスラームのモスクについては、確かに事情は

特殊です。イスラームの宗教団体がその後、宗教結

社を結成して宗教活動を開始するのは自由ですが、

１９０５年の時点で国有、公有のものとしてモスクなど

なかったわけです（パリのモスクは１９２０年代のもの

で、それが最初のものです）。他方、だからといって

公費でモスクを建設するのは明らかに政教分離法

に抵触し、不可能である。よってモスクはあくまでも

私費で建設され、私費で維持されていく以外にな

いのですが、昨今のライシテの議論の中では、今や

５００万人の信徒をもってカトリックに次ぐフランス第

二の宗教になったイスラームについて、決定的に不

足しているモスクを政教分離法に抵触せずに増設

する方法はないか、政府が積極的に打開策を探っ

ているというのが実情です。たとえばモスクを建てた

いという団体が建設費をどこかから借り入れる場

合、国、地方自治体が保証人になることができるよ

うにするという制度を考えている。２００３年５月、「イス

ラーム信仰フランス評議会」という、ユダヤ組織のＣ

ＲＩＦに相当するものが、パリのモスクの指導者ダリ

ル・ブバクールを議長として立ち上がりましたが、そ

の大きな目的の一つは、政教分離法に背馳せずに

モスクを増やしていく方法はないか、そしてモスクと

同様決定的に不足しているイスラーム系の私立学校

も、もちろん国公立としてつくるわけにはいかないけ

れども、何とか増やしていけないかと、官民一体で

模索していくことにあります。

これに対して、年譜の２００５年１１月のところに記

しておきましたとおり、南仏ニースの市長が新たな

モスクの建設に市として許可を出さないということ

があった時、その拒否の姿勢が政教分離法に背

馳するものとして批判されるのが普通の議論の趨

勢です。つまり、建設のために市が資金を出さな

いのは法の趣旨に照らして当然であるけれども、

私費で建設したいという人々がいる場合、それに

許可を出さないのは明らかに政教分離法に反して

いるということです。フランスにおいて、メディアを

通じてさかんに強調されるあまり、誤った印象を

抱いてしまいかねないのですが、反イスラーム感

情の発露は、絶えず個人のレベルで目にすること

はあっても、フランス共和国そのものが反イスラー

ム的ということは原則的にあり得ないことです。そ

して、まさにフランスをして反イスラームたらしめな

い原則が、そもそも特定の宗教に対して「親」であ

ったり「反」であったりすることを許さない政教分

離法の精神であるというところを、誤解のないよう

に確認しておきたいと思います。

ここでイスラームの事例から逆にはっきり浮かび

上がってくるのは、フランス共和国の「ライシテ」は、

いずれの宗教も公認せず、同時に禁圧もしないと
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「ショアーを相対化しようとする修正主義である」と

して、逆に非ユダヤの方からは「イスラエル・アラ

ブ紛争の現実を追認している」として、双方の批判

にさらされました。しかし、私としては、いかに事

実が甚大で、そこで犠牲となった人間の苦しみに

計り知れないものがあったとしても、ユダヤ、キリ

スト教世界、イスラームの関係をショアーと中東問

題のみに還元させてしまうのではなく、三つの一

神教世界の長い関係史には、相互の理解、対話

に値する非常に豊かな側面が無数に存在すると

いうこと、そして、ショアーと黒人奴隷貿易、反ユダ

ヤ主義と植民地主義を比較して、どちらがどれだ

けどうであったとか、そもそもそれらを比較するこ

とすら冒涜的なのだ、といったような「犠牲者競争」

の議論はそろそろ止めにして、一方の苦しみへの

理解が他方の苦しみの理解にもつながるような言

論のあり方を模索すべきだというベンバッサ、アテ

ィアスの主張に共感を覚えますし、また、ここCIS-

MORにも相応しいスタンスなのではないか、と考

えております。いわば、歴史研究やイデオロギー

論の場における「ライシテ」の構築の努力が、目立

たないながらも、派手なメディア論争とは別のとこ

ろで少しずつ生まれてきているとすれば、そこを

大切に見て行かねばならないのだろうと感じてい

るところです。

「ライシテ」という概念を、政教分離法という純

粋な法のレベルから、あまりにも民族、文化、さら

には学術の領域まで広げて欲張ってしまったかも

しれませんが、以上をもって私からの話題提供と

いたします。

「愛」という表現に注意しておきたいのですが――

に行き着く、きわめてジャコバン的な市民観なの

かもしれません。しかし、よく考えてみますと、各

市民がその宗教や出自から切り離されて、もっぱ

ら市民として出て行かなければならない「公共の

空間」があり、それを保つのが「ライシテ」の原則

であるとすれば、その維持のために求められてい

るのは、実のところ「愛」ではなく、「尊重」の気持

ちなのではないか、と私は思います。それが必ず

しも「愛」といった情緒の絆である必要はなく、基

本的な「法の遵守」、すなわち「ライシテ」を尊重す

る意向で十分なのではないか。本来のライックな

共和国においては、「共和国を愛するか否か」さえ

も究極的には個人の次元の選択肢であって、不可

欠なものは、res publica（公共のもの）に対する最

低限の尊重の念なのではないか、と思うのです。

ところが、実際にフランスのユダヤ人は、一般に

「同化」と呼ばれる長い共和国在住歴の中で、これ

まで市民の証としていかに多くの「愛」を求められ、

実際にいかに多くの「愛」を捧げてきたことか。こ

の歴史的経験は、２１世紀フランスの「ライシテ」に

も、ひいてはＥＵにおける議論の構築のためにも

大いに活かされるべきものであると私は思います。

ここで郊外の暴動とフィンケルクロートの話に戻

るわけですが、郊外の若者たちの暴動において、

その中心を占めていたのがアラブ、アフリカ系の二

世、三世であり、彼らが日頃、フランス共和国に対

して募らせている不満なり憎悪なりから実力行動

に出たというのが真相であったとして、その場合で

も、彼らに求められているのは、共和国に対する

「愛」ではなく、公共のものに対する「尊重」の念に

すぎなかったのではないか。その意味で、フィンケ

ルクロートの発言は私の目から見て明らかに間違い

と感じられます。フィンケルクロートは、「そうした若者

はフランス共和国を憎悪している。人は自ら愛して

いない国に居続けるいわれはない」と言い放った

わけですが、その発言は、ポリティカリー・コレクト

云々以前の問題として、やはり間違いではないか。

あくまでも市民として参入を求められる公共空間が
res publicaであるとするならば、それが「愛」や「憎

悪」の対象にされること自体、すでに語義矛盾なの

ではないか、というのが私の見方です。

フィンケルクロートも今回の発言によりメディア上

で盛んに批判を浴び、「もはやフィンケルクロートもこ

こまでか、彼もやはりネオ反動主義者の一人にす

ぎなかった」として彼を葬り去ろうとする論調が目立

ちますが、私としては、逆にこうなってくると、かつ

てフィンケルクロートが１９８１年に書いた『想像のユダ

ヤ人』から多くのことを学んだ人間として、むしろこ

の先こそフィンケルクロートにじっくりつきあってやろ

うか、という気さえしております。特に２００５年１２月、

アラン・フィンケルクロートとベニー・レヴィの対談集

『＜書物＞と書物――ライシテをめぐる対談』は、も

う少し冷静な注目に値するはずです。

ライシテ議論をめぐって、もう一つ注目に値する

とおぼしき本をご紹介して私の発表を終わりにし

たいと思います。２００１年９月に刊行され、その後、

ほぼ同時に起こった９・１１のショックによっていさ

さか覆い隠されてしまった感のある、エステル・ベ

ンバッサとジャン＝クリストフ・アティアスの共著『ユ

ダヤ人に未来はあるか？』です。この二人のユダヤ

史の専門家が対談形式で著した書物のなかでは、

ショアーの記憶を一種の宗教として、そこからすべ

てを導きだし、そこにすべてを還元しまいかねな

いような傾向――まさにこの５年間のみならず、２０

世紀後半の全体的傾向と言ってもいいかもしれま

せん――、ならびに、世界の現状をすべてイスラ

エル・アラブ紛争に還元させ、そこからすべてを結

論づけてしまおうとする傾向――それもすでにこ

の４、５年の傾向と言っていいかと思いますが―

―、そういう傾向に対する警鐘が、すでに２００１年

の時点で鳴らされていた。いずれも、従来の言論

界において言説化するにはかなり勇気のいる論

点です。実際、この書物も、ユダヤ側の方からは

部門研究１
「一神教の再考と文明の対話」研究会

300



フランス共和国とユダヤ――
『ライシテ（世俗性）』理念の試金石

303

国
政

・
世

界
情

勢
F

re
n

ch
 a

n
d 

in
te

rn
at

io
n

al
 p

ol
it

ic
s

ユ
ダ

ヤ
関

係
F

re
n

ch
 je

w
is

h
 s

ce
n

e
イ
ス

ラ
ー

ム
・
ア

ラ
ブ

関
係

F
re

n
ch

 is
la

m
o-

ar
ab

ic
 s

ce
n

e
ポ

ス
ト
・
コ

ロ
ニ

ア
ル

関
係

P
os

t-
co

lo
n

ia
l s

ce
n

e

6
月
3
日
シ
ラ
ク
大
統
領
、
公
立
学
校
に
お
け
る
非
宗
教
性

の
原
則
、
な
ら
び
に
、
こ
れ
見
よ
が
し
の
宗
教
的
象
徴
物
の

是
非
を
検
討
す
る
た
め
2
0
名
か
ら
な
る「
ス
タ
ジ
委
員
会
」

を
設
置

Ju
ly

 3
 :

 J
ac

q
ue

s 
C

hi
ra

c 
se

ts
 u

p
 t

he
 S

ta
si

C
om

m
is

si
on

, 
co

ns
is

tin
g 

of
 2

0 
m

em
be

rs
, 

to
 e

xa
m

-
in

e 
th

e 
ev

en
tu

al
 in

tro
du

ct
io

n 
of

 a
 la

w
 o

n 
se

cu
la

rit
y

an
d 

co
ns

pi
cu

ou
s 

re
lig

io
us

 s
ym

bo
ls

 in
 s

ch
oo

ls
.

1
2
月
1
1
日
　
ス
タ
ジ
委
員
会
報
告

D
ec

em
be

r 1
1 

: r
ep

or
t o

f t
he

 S
ta

si
 C

om
m

is
si

on

20
03

4
月
1
日
仏
独
共
同
テ
レ
ビ
局「
ア
ル
テ
」が
、
モ
ハ
マ
ド
・

バ
ク
リ
監
督
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
『
ジ
ェ
ニ
ン
、
ジ

ェ
ニ
ン
』
の
放
映
を
急
遽
中
止

A
pr

il 
1s

t 
: 

TV
 c

ha
nn

el
 A

rte
 (

Fr
en

ch
/G

er
m

ai
n)

 c
an

-
ce

ls
 s

cr
ee

ni
ng

 o
f 

th
e 

do
cu

m
en

ta
ry

 "
Je

ni
n,

 J
en

in
,

fil
m

 d
ire

ct
ed

 b
y 

Is
ra

el
i 

A
ra

b 
ac

to
r 

M
oh

am
m

ed
B

ak
ri

5
月
2
4
日
「
イ
ス
ラ
ー
ム
信
仰
フ
ラ
ン
ス
評
議
会
」

（
C
F
C
M
）
発
足（
初
代
議
長
：
パ
リ
・
モ
ス
ク
の
指
導
者
ダ

リ
ル
・
ブ
バ
ク
ー
ル
）

M
ay

 2
4 

: 
se

tti
ng

 u
p 

of
 t

he
 F

re
nc

h 
co

un
ci

l o
f 

th
e

m
us

lim
 f

ai
th

 (
C

FC
M

 :
 C

on
se

il 
fr

an
ça

is
 d

u 
cu

lte
m

us
ul

m
an

), 
w

ith
 th

e 
fir

st
 p

re
si

de
nt

 D
al

il 
B

ou
ba

ke
ur

,
re

ct
or

 o
f t

he
 P

ar
is

 G
ra

nd
 M

os
qu

e.

1
0
月
カ
ロ
リ
ー
ヌ
・
フ
レ
ス
ト
、
フ
ィ
ア
メ
ッ
タ
・
ヴ
ェ
ネ
ー
ル
の
共
著
『
交
差
射
撃
―
―
ユ
ダ
ヤ
、
キ
リ
ス
ト
教
、

イ
ス
ラ
ー
ム
十
全
主
義
の
試
練
に
立
つ
世
俗
性
』
刊

O
ct

ob
er

 : 
pu

bl
ic

at
io

n 
of

 C
ar

ol
in

e 
Fo

ur
es

t, 
Fi

am
m

et
ta

 V
en

ne
r's

 T
irs

 c
ro

is
és

 : 
la

 la
ïc

ité
 à

 l'
ép

re
uv

e
de

s 
in

té
gr

is
m

es
 ju

if,
 c

hr
ét

ie
n 

et
 m

us
ul

m
an

1
0
月
ス
イ
ス
の
イ
ス
ラ
ー
ム
学
者
タ
ー
リ
ク
・
ラ
マ
ダ
ー
ン
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
フ

ォ
ー
ラ
ム
上
で
フ
ラ
ン
ス
知
識
人（
ベ
ル
ナ
ー
ル
＝
ア
ン
リ
・
レ
ヴ
ィ
、
ア
ラ
ン
・
フ
ィ
ン

ケ
ル
ク
ロ
ー
ト
、
ア
ン
ド
レ
・
グ
リ
ュ
ッ
ク
ス
マ
ン
）や
社
会
党
政
治
家
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ク

シ
ュ
ネ
ー
ル
ら
の
ユ
ダ
ヤ
出
自
を
強
調
し
、
彼
ら
が
イ
ス
ラ
エ
ル
国
の
利
益
の
た
め
に

イ
ラ
ク
戦
争
を
支
持
し
て
い
る
と
し
て
非
難

O
ct

ob
er

 : 
in

 a
n 

in
te

rn
et

 d
is

cu
ss

io
n 

si
te

, T
ar

iq
 R

am
ad

an
 s

tre
ss

es
 th

e 
Je

w
is

h
or

ig
in

s 
of

 s
ev

er
al

 p
ro

m
in

en
t F

re
nc

h 
in

te
lle

ct
ua

ls
 (

B
er

na
rd

-H
en

ri 
Lé

vy
, A

la
in

Fi
nk

ie
lk

ra
ut

, 
A

nd
ré

 G
lu

sc
ks

m
an

n)
 a

nd
 o

f 
th

e 
so

ci
al

is
t 

po
lit

ic
ia

n 
B

er
na

rd
K

ou
ch

ne
r, 

an
d 

ac
cu

se
s 

th
em

 o
f s

up
po

rti
ng

 th
e 

w
ar

 in
 Ir

aq
 b

ec
au

se
 th

is
 w

ar
ha

d 
be

en
 s

ta
ge

d 
to

 s
ec

ur
e 

th
e 

in
te

re
st

s 
of

 th
e 

st
at

e 
of

 Is
ra

el
.

1
2
月
1
日
俳
優
デ
ュ
ー
ド
ネ
・
ム
バ
ラ
・
ム
バ
ラ
が「
フ
ラ
ン
ス
３
」の
番
組
に
ユ
ダ
ヤ
教
正
統
派
ラ
ビ
の
出
で
立
ち
で
出
演
し
、「
ハ
イ
ル
・
イ
ス
ラ
エ
ル
！
」

「
私
と
と
も
に
善
の
枢
軸
に
な
り
た
ま
え
」と
叫
ぶ
な
ど
、
反
米
、
反
ユ
ダ
ヤ
、
反
イ
ス
ラ
エ
ル
の
言
辞
を
繰
り
返
す
。「
フ
ラ
ン
ス
で
人
種
差
別
に
苦
し
ん
で

い
る
の
は
ユ
ダ
ヤ
人
で
は
な
く
、
黒
人
と
ア
ラ
ブ
人
で
あ
る
」と
も
。

D
ec

em
be

r 
1s

t :
 a

 c
on

tro
ve

rs
ia

l T
V 

sk
et

ch
 b

y 
Fr

en
ch

 c
om

ed
ia

n 
D

ie
ud

on
né

 M
'b

al
a 

M
'b

al
a,

 w
ho

 a
pp

ea
re

d 
on

 th
e 

ch
an

ne
l F

ra
nc

e 
3,

dr
es

se
d 

as
 a

n 
O

rth
od

ox
 J

ew
, a

nd
 m

ad
e 

th
e 

H
itl

er
 s

al
ut

e 
sh

ou
tin

g 
"H

ei
l I

sr
ae

l".
 H

e 
sa

id
 a

ls
o 

: "
Th

e 
on

es
 w

ho
 a

re
 re

al
ly

 s
uf

fe
rin

g 
fro

m
ra

ci
sm

 a
re

 n
ot

 th
e 

Je
w

s,
 b

ut
 b

la
ck

s 
an

d 
A

ra
bs

."

3
月
1
5
日
「
世
俗
性
の
原
則
を
適
用
し
、
公
立
学
校
、
コ

レ
ー
ジ
ュ
お
よ
び
リ
セ
に
お
い
て
宗
教
へ
の
所
属
を
表
明

す
る
標
章
ま
た
は
服
装
の
着
用
を
枠
づ
け
る
法
律
」

M
ar

ch
 1

5 
: T

he
 F

re
nc

h 
la

w
 o

n 
se

cu
la

rit
y 

an
d 

co
n-

sp
ic

uo
us

 r
el

ig
io

us
 s

ym
bo

ls
 in

 s
ch

oo
ls

 b
an

s 
st

u-
de

nt
s 

fro
m

 w
ea

rin
g 

co
ns

pi
cu

ou
s 

re
lig

io
us

 s
ym

bo
ls

in
 F

re
nc

h 
pu

bl
ic

 p
rim

ar
y 

an
d 

se
co

nd
ar

y 
sc

ho
ol

s

20
04

4
月
2
9
-3
0
日
ア
ル
ザ
ス
地
方
コ
ル
マ
ー
ル
の
ユ
ダ
ヤ
人

墓
地
で
少
な
く
と
も
1
2
7
の
墓
碑
が
ス
プ
レ
ー
の
鉤
十
字

な
ど
で
汚
さ
れ
る
（
ほ
か
に
も
同
種
の
事
件
が
フ
ラ
ン
ス

全
土
で
発
生
）

A
pr

il 
29

/3
0 

: A
 J

ew
is

h 
ce

m
et

er
y 

in
 C

ol
m

ar
 (A

ls
ac

e)
va

nd
al

iz
ed

. 
A

t 
le

as
t 

12
7 

he
ad

st
on

es
 w

er
e 

sp
ra

y
pa

in
te

d 
w

ith
 s

w
as

tik
as

 a
nd

 a
nt

i-S
em

iti
c 

st
at

e-
m

en
ts

. 

2
月
2
6
日
リ
ヨ
ン
郊
外
に
住
む
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
サ
ラ
フ

ィ
ー
派
イ
マ
ー
ム
、
ア
ブ
デ
ル
カ
デ
ル
・
ブ
ジ
ア
ー
ヌ
が「
公

然
と
暴
力
、
憎
悪
を
呼
び
か
け
、
公
共
の
秩
序
を
乱
す
発
言
」

を
行
っ
た
と
し
て
、
内
務
大
臣
命
に
よ
り
国
外
退
去
処
分

Fe
br

ua
ry

 2
6 

: 
A

lg
er

ia
n 

sa
la

fis
t 

Im
am

, 
A

bd
el

ka
de

r
B

ou
zi

an
e 

or
de

re
d 

ex
pu

ls
ed

 f
or

 h
is

 c
al

ls
 t

o 
ha

tre
d

or
 to

 v
io

le
nc

e
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20
06

. 1
. 2

1.
 同

志
社

大
学

一
神

教
学

際
研

究
セ

ン
タ

ー
　

部
門

研
究

1・
２

合
同

研
究

会
　

発
表

資
料

フ
ラ
ン
ス
21
世
紀
最
初
の
5年
間
を「
民
族
」「
宗
教
」「
世
俗
性
」「
歴
史
・
記
憶
」の
観
点
か
ら
振
り
返
る

菅
野

　
賢

治

国
政

・
世

界
情

勢
F

re
n

ch
 a

n
d 

in
te

rn
at

io
n

al
 p

ol
it

ic
s

ユ
ダ

ヤ
関

係
F

re
n

ch
 je

w
is

h
 s

ce
n

e
イ
ス

ラ
ー

ム
・
ア

ラ
ブ

関
係

F
re

n
ch

 is
la

m
o-

ar
ab

ic
 s

ce
n

e
ポ

ス
ト
・
コ

ロ
ニ

ア
ル

関
係

P
os

t-
co

lo
n

ia
l s

ce
n

e

8
月
3
1
日
-9
月
7
日
　
ダ
ー
バ
ン
（
南
ア
フ
リ
カ
）
人
種

差
別
撤
廃
国
際
会
議

A
ug

us
t

31
- 

S
ep

te
m

b
er

7
: 

W
or

ld
 c

on
fe

re
nc

e
ag

ai
ns

t r
ac

is
m

 in
 D

ur
ba

n,
 S

ou
th

 A
fri

ca

9
月
1
1
日
　
ア
メ
リ
カ
同
時
多
発
テ
ロ

Se
pt

em
be

r1
1

: T
er

ro
ris

t a
tta

ck
s 

in
 U

.S
.

20
01

9
月
エ
ス
テ
ル
・
ベ
ン
バ
ッ
サ
、
ジ
ャ
ン
＝
ク
リ
ス
ト
フ
・
ア
テ

ィ
ア
ス
に
よ
る
共
著『
ユ
ダ
ヤ
人
に
未
来
は
あ
る
か
？
』刊

Se
pt

em
be

r :
 p

ub
lic

at
io

n 
of

 E
st

he
r B

en
ba

ss
a,

 J
ea

n-
C

hr
is

to
ph

e 
A

tti
as

, L
es

 J
ui

fs
 o

nt
-il

s 
un

 a
ve

ni
r ?

  (
Th

e
Je

w
s 

an
d 

th
ei

r f
ut

ur
e)

9
月
作
家
ミ
シ
ェ
ル
・
ウ
エ
ル
ベ
ッ
ク
、
自
著
の
な
か
で
イ

ス
ラ
ム
教
に
対
す
る
差
別
的
発
言

Se
pt

em
be

r 
: 

an
 is

la
m

op
ho

bi
c 

co
m

m
en

t 
by

 a
ut

ho
r

M
ic

he
l H

ou
el

le
be

cq

5
.1
0
. 
過
去
の
奴
隷
制
度
を「
人
道
に
対
す
る
犯
罪
」と
認

定
す
る
法
案（
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ー
ヌ
・
ト
ー
ビ
ラ
＝
ド
ラ
ノ
ン

提
出
）、
上
院
で
可
決

M
ay

 1
0 

: t
he

 a
do

pt
io

n 
by

 th
e 

Se
na

te
 o

f t
he

 L
aw

 p
re

-
se

nt
ed

 b
y 

C
hr

is
tia

ne
 T

au
bi

ra
-D

el
an

no
n,

 r
ec

og
ni

z-
in

g 
th

e 
sl

av
e 

tra
de

 a
s 

a 
cr

im
e 

ag
ai

ns
t h

um
an

ity
.

4
月
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
、
ジ
ェ
ニ
ン
侵
攻

A
pr

il 
: I

sr
ae

l's
 o

pe
ra

tio
n 

in
 J

en
in

,

4
月
2
1
-5
月
5
日
大
統
領
選
挙
、
Ｆ
Ｎ
党
首
ル
・
ペ
ン
が

第
一
投
票
で
1
6
･8
6
％
を
占
め
第
二
位
、
決
選
投
票
で
も

1
7
･7
9
％
を
獲
得

A
pr

il 
21

- 
M

ay
 5

 :
 I

n 
th

e 
pr

es
id

en
tia

l e
le

ct
io

ns
 o

f
20

02
, 

Le
 P

en
 o

bt
ai

ne
d 

16
.8

6%
 o

f 
th

e 
vo

te
s 

in
 t

he
fir

st
 ro

un
d,

 1
7.

79
%

 in
 th

e 
se

co
nd

 ro
un

d 
of

 v
ot

in
g.

20
02

1
2
月
「
パ
リ
第
6
大
学
」
論
争

マ
リ
ー
＝
キ
ュ
リ
ー
・
パ
リ
第
6
大
学
の
評
議
会
が
、
最
近
の

イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
政
策
が
オ
ス
ロ
合
意
に

反
す
る
と
し
て
、
E
U
＝
イ
ス
ラ
エ
ル
間
の
学
術
協
力
協
定
の

更
新
を
見
合
わ
せ
る
決
定
を
下
す
。
ユ
ダ
ヤ
系
哲
学
者
ベ

ル
ナ
ー
ル
＝
ア
ン
リ
・
レ
ヴ
ィ
、
ア
ラ
ン
・
フ
ィ
ン
ケ
ル
ク
ロ

ー
ト
、
弁
護
士
ア
ル
ノ
ー
・
ク
ラ
ル
ス
フ
ェ
ル
ド
、
C
R
IF
議
長

ロ
ジ
ェ
・
キ
ュ
キ
エ
ル
マ
ン
な
ど
が
こ
れ
を「
学
術
の
世
界

か
ら
イ
ス
ラ
エ
ル
を
排
除
し
よ
う
と
る
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
的
な

決
定
」と
し
て
激
し
い
抗
議
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
展
開
。

D
ec

em
be

r :
 C

on
tro

ve
rs

y 
ov

er
 U

ni
ve

rs
ity

 P
ar

is
 V

I
Th

e 
ad

m
in

is
tra

tiv
e 

co
un

ci
l o

f M
ar

ie
-C

ur
ie

 U
ni

ve
rs

ity
- 

P
ar

is
 V

I 
d

ec
id

es
 t

o 
no

t 
re

ne
w

 t
he

 E
U

-I
sr

ae
l

A
ca

de
m

ic
 A

ss
oc

ia
tio

n 
ag

re
em

en
t, 

by
 re

as
on

 o
f t

he
re

ce
nt

 p
ol

ic
ie

s 
of

 I
sr

ae
l 

to
w

ar
ds

 t
he

 p
al

es
tin

ia
n

pe
op

le
. 

Th
e 

ph
ilo

so
ph

er
s 

B
er

na
rd

 H
en

ri-
Lé

vy
 a

nd
A

la
in

 F
in

ki
el

kr
au

t, 
th

eN
az

i-h
un

tin
g 

la
w

ye
r 

A
rn

o
K

la
rs

fe
ld

 a
nd

 R
og

er
 C

uk
ie

r, 
th

e 
pr

es
id

en
t 

of
 t

he
C

R
IF

, w
av

ed
 b

an
ne

rs
 a

nd
 c

ha
nt

ed
 s

lo
ga

ns
 o

ut
si

de
th

e 
ca

m
pu

s 
en

tra
nc

e.

5
月
オ
リ
ア
ー
ナ
・
フ
ァ
ラ
ー
チ『
怒
り
と
誇
り
』
の
フ
ラ
ン

ス
語
訳
刊
行
、
物
議
を
醸
す

M
ay

 :
 C

on
tro

ve
rs

y 
ov

er
 t

he
 f

re
nc

h 
tra

ns
la

tio
n 

of
O

ria
na

 F
al

la
ci

's
 T

he
 R

ag
e 

an
d 

th
e 

Pr
id

e

1
月
ピ
エ
ー
ル
＝
ア
ン
ド
レ
・
タ
ギ
エ
フ
『
新
た
な
ユ
ダ
ヤ
嫌
い
』
刊

Ja
nu

ar
y 

: p
ub

lic
at

io
n 

of
 P

ie
rr

-A
nd

ré
 T

ag
ui

ef
f's

 T
he

 N
ew

 ju
de

op
ho

bi
a 

(L
a 

no
uv

el
le

 ju
dé

op
ho

bi
e)

4
月
末
ユ
ダ
ヤ
系
団
体
代
表
評
議
会
議
長
ロ
ジ
ェ
・
キ
ュ
キ
エ
ル
マ
ン
が
イ
ス
ラ

エ
ル
の
『
ハ
ア
レ
ツ
』
紙
に
対
し
て
行
っ
た
発
言（
「
ル
・
ペ
ン
の
台
頭
は
イ
ス
ラ
ー

ム
教
徒
に
対
し
て
『
静
か
に
し
て
い
ろ
』と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
」）
が
フ
ラ
ン

ス
・
ユ
ダ
ヤ
共
同
体
内
部
で
も
物
議
を
醸
す

Th
e 

p
re

si
d

en
t 

of
 C

R
IF

 (
R

ep
re

se
nt

at
iv

e 
C

ou
nc

il 
of

 J
ew

is
h

O
rg

an
iz

at
io

ns
), 

R
og

er
 C

uk
ie

rm
an

's
 re

m
ar

k 
to

 H
a'

ar
et

z 
th

at
 th

e 
el

ec
tio

n
su

cc
es

s 
of

 J
ea

n-
M

ar
ie

 L
e 

Pe
n 

se
nd

s 
"a

 m
es

sa
ge

 t
o 

th
e 

M
us

lim
s 

to
ke

ep
 q

ui
et

" h
as

 c
re

at
ed

 a
n 

up
ro

ar
 a

m
on

g 
Fr

an
ce

's
 J

ew
is

h 
co

m
m

un
ity

.
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国
政

・
世

界
情

勢
F

re
n

ch
 a

n
d 

in
te

rn
at

io
n

al
 p

ol
it

ic
s

ユ
ダ

ヤ
関

係
F

re
n

ch
 je

w
is

h
 s

ce
n

e
イ
ス

ラ
ー

ム
・
ア

ラ
ブ

関
係

F
re

n
ch

 is
la

m
o-

ar
ab

ic
 s

ce
n

e
ポ

ス
ト
・
コ

ロ
ニ

ア
ル

関
係

P
os

t-
co

lo
n

ia
l s

ce
n

e

5
月
2
9
日
E
U
憲
法
を
め
ぐ
る
国
民
投
票

M
ay

 2
9 

: t
he

 re
fe

re
nd

um
 o

n 
th

e 
EU

 C
on

st
itu

tio
n

5
月
3
1
日
ド
・
ヴ
ィ
ル
パ
ン
内
閣
、
内
相
サ
ル
コ
ジ
ー

M
ay

 3
1 

: D
e 

Vi
lle

pi
n 

go
uv

er
nm

en
t, 

w
ith

 S
ar

ko
zy

 a
s

m
in

is
te

r o
f t

he
 in

te
rio

r

9
月
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
『
民
主
主
義
へ
の
憎
悪
』

刊 Se
pt

em
be

r 
: 

pu
bl

ic
at

io
n 

of
 J

ac
qu

es
 R

an
ci

èr
e'

s 
La

H
ai

ne
 d

e 
la

 d
ém

oc
ra

tie
 (T

he
 H

at
re

d 
of

 D
em

oc
ra

cy
)

1
0
月
2
7
日
パ
リ
郊
外
で
暴
動
発
生
、
全
国
へ
波
及

O
ct

ob
er

 2
7 

: 
Th

e 
rio

ts
 b

eg
in

 in
 t

he
 b

an
lie

ue
s 

of
Pa

ris
.

1
1
月
8
日
シ
ラ
ク
大
統
領
、
1
9
5
5
年
以
来
の
非
常
事

態
宣
言

N
ov

em
be

r 
8 

: P
re

si
de

nt
 J

ac
qu

es
 C

hi
ra

c 
de

cl
ar

e 
a

st
at

e 
of

 e
m

er
ge

nc
y 

us
in

g 
a 

19
55

 la
w

20
05

su
ite

1
1
月
1
8
日
ア
ラ
ン
・
フ
ィ
ン
ケ
ル
ク
ロ
ー
ト
の
イ
ン
タ
ヴ

ュ
ー
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の『
ハ
ア
レ
ツ
』紙
に
掲
載
。
そ
の
中
で

フ
ィ
ン
ケ
ル
ク
ロ
ー
ト
は
、
暴
動
の
背
後
に
社
会
的
差
別
の

み
を
見
、
暴
徒
の
若
者
ら
に
同
情
的
な
一
般
の
言
説
を
厳
し

く
批
判
。
彼
に
よ
れ
ば
今
回
の
暴
動
は「
民
族
＝
宗
教
的
な

性
質
」の
も
の
で
あ
り
、ア
ラ
ブ
、ア
フ
リ
カ
系
の
移
民
二
世
、

三
世
が
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
て
抱
く
深
い
憎
悪
の
表
れ
と
し
て

「
反
＝
共
和
国
の
ポ
グ
ロ
ム
」の
名
に
値
す
る
と
断
じ
る
。

N
ov

em
be

r 
18

: 
Al

ai
n 

Fi
nk

ie
lk

ra
ut

's
 lo

ng
 in

te
rv

ie
w

 t
o

th
e 

Is
ra

el
i d

ai
ly

 H
aa

re
tz

. I
n 

th
is

 in
te

rv
ie

w
, h

e 
cr

iti
ci

ze
s

Fr
an

ce
's

 m
ed

ia
, i

nt
el

le
ct

ua
ls

, a
nd

 p
ol

iti
ci

an
s 

fo
r v

ie
w

-
in

g 
th

e 
rio

ts
 a

s 
th

e 
un

de
rs

ta
nd

ab
le

 p
ro

te
st

 o
f 

a 
di

s-
cr

im
in

at
ed

  
un

de
rc

la
ss

, 
w

hi
le

 t
ur

ni
ng

 a
 b

lin
d 

ey
e 

to
th

ei
r 

tru
e 

et
hn

ic
o-

re
lig

io
us

 n
at

ur
e.

 F
or

 h
im

, 
th

ey
 a

re
an

 "
an

ti-
re

pu
bl

ic
an

 p
og

ro
m

" 
an

d 
an

 e
xp

re
ss

si
on

 o
f

de
ep

 h
at

re
d 

fe
lt 

fo
r F

ra
nc

e 
by

 a
 g

en
er

at
io

n 
of

 F
re

nc
h-

bo
rn

 c
hi

ld
re

n 
of

 M
us

lim
 a

nd
 A

ra
b 

im
m

ig
ra

nt
s

1
1
月
哲
学
者
ア
ラ
ン
・
バ
デ
ィ
ウ
ー
の
『「
ユ
ダ
ヤ
人
」と

い
う
言
葉
の
射
程
』
刊

N
ov

em
b

er
 :

 p
ub

lic
at

io
n 

of
 p

hi
lo

so
p

he
r 

A
la

in
B

ad
io

u'
s 

Le
s 

Po
rté

es
 d

u 
m

ot
 "J

ui
f"

1
2
月
ア
ラ
ン
・
フ
ィ
ン
ケ
ル
ク
ロ
ー
ト
、
ベ
ニ
ー
・
レ
ヴ
ィ

対
談
集
『〈
書
物
〉
と
書
物
―
―
ラ
イ
シ
テ
を
め
ぐ
る
対
談
』

（
A

la
in

 F
in

ki
el

kr
au

t, 
B

en
ny

 L
év

y,
 L

e 
Li

vr
e 

et
 l

es
liv

re
s,

 e
nt

re
tie

ns
 s

ur
 la

 la
ic

ité
）刊

1
1
月
6
日
「
フ
ラ
ン
ス
・
イ
ス
ラ
ム
組
織
連
合
」（
U
O
IF
）

の
シ
ャ
イ
フ
、
ウ
ー
ニ
ス
・
ク
ル
カ
ー
フ
が
郊
外
の
暴
動

に
関
す
る
フ
ァ
ト
ワ
ー
（
法
学
裁
定
）
を
出
し
、
若
者
た

ち
に
自
重
を
呼
び
か
け
る

N
ov

em
be

r 
6 

: 
Th

e 
ch

ei
k 

O
un

is
 Q

ou
rq

ah
, 

ch
ei

k 
of

th
e 

U
O

IF
 (

U
ni

on
 d

es
 o

rg
an

is
at

io
ns

 is
la

m
iq

ue
s 

en
Fr

an
ce

) i
ss

ue
s 

a 
fa

tw
a 

ag
ai

ns
t r

io
tin

g

1
1
月
元
「
国
民
戦
線
」
党
員
の
ニ
ー
ス
市
長
ジ
ャ
ッ

ク
・
ペ
ー
ラ
、
市
内
に
新
し
い
モ
ス
ク
を
建
設
す
る
計
画

を
不
許
可
と
す
る
考
え
に
変
わ
り
が
な
い
こ
と
を
再
確
認

N
ov

em
b

er
 :

 t
he

 m
ay

or
 o

f 
N

ic
e,

 f
or

m
er

 F
ro

nt
N

at
io

na
l 

m
em

be
r,

 J
ac

qu
es

 P
ey

ra
t 

m
ai

nt
ai

ns
 h

is
re

fu
sa

l 
to

 a
llo

w
 m

us
lim

s 
to

 c
on

st
ru

ct
 a

 n
ew

m
os

qu
e 

in
 th

e 
ci

ty

1
1
月
2
6
日
「
黒
人
組
織
代
表
評
議
会
」
結
成

N
ov

em
b

er
 2

6 
: 

cr
ea

tio
n 

of
 t

he
 R

ep
re

se
nt

at
iv

e
C

ou
nc

il 
fo

r 
B

la
ck

 A
ss

oc
ia

tio
ns

 (
C

R
A

N
 :

 C
on

se
il

re
pr

és
en

ta
tif

 d
es

 a
ss

oc
ia

tio
ns

 n
or

es
)

1
2
月
ク
ロ
ー
ド
・
リ
ブ
『
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
犯
罪
』
刊
、

奴
隷
制
度
を
復
活
さ
せ
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
ヒ
ト
ラ
ー
体
制

の
先
駆
者
で
あ
っ
た
と
主
張

D
ec

em
b

er
 :

 p
ub

lic
at

io
n 

of
 C

la
ud

e 
R

ib
b

e'
s 

Le
C

rim
e 

de
 N

ap
ol

éo
n.

 T
he

 a
ut

ho
r 

cl
ai

m
s 

N
ap

ol
eo

n
pr

ov
id

ed
 th

e 
m

od
el

 fo
r H

itl
er

's
 F

in
al

 S
ol

ut
io

n.
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国
政

・
世

界
情

勢
F

re
n

ch
 a

n
d 

in
te

rn
at

io
n

al
 p

ol
it

ic
s

ユ
ダ

ヤ
関

係
F

re
n

ch
 je

w
is

h
 s

ce
n

e
イ
ス

ラ
ー

ム
・
ア

ラ
ブ

関
係

F
re

n
ch

 is
la

m
o-

ar
ab

ic
 s

ce
n

e
ポ

ス
ト
・
コ

ロ
ニ

ア
ル

関
係

P
os

t-
co

lo
n

ia
l s

ce
n

e

1
1
月
1
1
日
　
ア
ラ
フ
ァ
ト
死
去

N
ov

em
be

r 1
1 

: Y
as

se
r A

ra
fa

t d
ie

s
20

04
su

ite

8
月
ミ
シ
ェ
ル
・
ウ
ィ
ノ
ッ
ク『
ユ
ダ
ヤ
人
と
フ
ラ
ン
ス
』
刊

A
ug

us
t :

 p
ub

lic
at

io
n 

of
 M

ic
he

l W
in

oc
k'

s 
La

 F
ra

nc
e

et
 le

s 
Ju

ifs

1
2
月
2
6
日
リ
ヨ
ン
第
三
大
学
日
本
語
日
本
文
明
教
授
、

国
民
戦
線（
F
N
）代
表
、
ブ
リ
ュ
ノ
ー
・
ゴ
ル
ニ
ッ
シ
ュ
が
、

ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
と
ガ
ス
室
に
関
す
る
否
定
主
義
発

言
に
よ
り
停
職
を
命
じ
ら
れ
る

D
ec

em
be

r 
26

 :
 B

ru
no

 G
ol

ln
is

ch
, 

pr
of

es
so

r 
of

 la
n-

gu
ag

e 
an

d 
Ja

pa
ne

se
 c

iv
ili

za
tio

n 
in

 L
yo

n 
III

 a
nd

ge
ne

ra
l 

de
le

ga
te

of
 t

he
 N

at
io

na
l 

Fr
on

t 
fa

r-
rig

ht
pa

rty
, 

is
 s

us
pe

nd
ed

 f
ro

m
 h

is
 p

ro
fe

ss
or

sh
ip

, 
af

te
r

hi
s 

co
nt

ro
ve

rs
ia

l c
om

m
en

ts
 o

n 
th

e 
N

ur
em

be
rg

 tr
ia

l
an

d 
th

e 
N

az
i g

as
 c

ha
m

be
rs

.

8
月
二
人
の
フ
ラ
ン
ス
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
イ
ラ
ク
で

身
柄
を
拘
束
。
イ
ス
ラ
ー
ム
原
理
主
義
グ
ル
ー
プ
は
公
立

学
校
で
の
ス
カ
ー
フ
の
着
用
を
禁
じ
る
3
月
1
5
日
の
法
の

撤
廃
を
要
求
。

A
ug

us
t 

: 
tw

o 
Fr

en
ch

 jo
ur

na
lis

ts
 k

id
na

pp
ed

 in
 I

ra
k

by
 a

 r
ad

ic
al

 I
sl

am
ic

 g
ro

up
, 

de
m

an
di

ng
 t

ha
t 

th
e

Fr
en

ch
 g

ov
er

nm
en

t 
re

pe
al

 a
 l

aw
 t

ha
t 
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ns

 f
ro

m
pu

bl
ic

 s
ch

oo
ls

 h
ea

d 
sc

ar
ve

s 
w

or
n 

by
 M

us
lim

 g
irl

s.

1
0
月
著
書
『
黒
人
奴
隷
貿
易
―
全
体
史
の
試
み
』
を
も
っ

て「
否
定
主
義
」に
問
わ
れ
た
オ
リ
ヴ
ィ
エ
・
ペ
ト
レ
＝
グ
ル

ヌ
イ
ヨ
ー
の
裁
判
で
、ト
ー
ビ
ラ
法
が
初
め
て
適
用
さ
れ
る

O
ct

ob
er

 : 
Th

e 
Ta

ub
ira

 L
aw

 p
la

ys
 a

 fi
rs

t m
aj

or
 r

ol
e

in
 t

he
 c

ou
rt 

ca
se

 a
ga

in
st

 h
is

to
ria

n 
O

liv
ie

r 
Pé

tré
-

G
re

no
ui

lle
au

, w
ho

 is
 b

ei
ng

 c
ha
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ed

 w
ith

 “
ne

ga
tio

n-
is

m
” 

w
ith

 h
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 h
is

to
ric

al
 b
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k 

: 
Sl

av
es

 T
ra

de
s.
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n

Es
sa

y 
in

 W
or

ld
 H

is
to
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 (

Le
s 

Tr
ai

te
s 

né
gr

iè
re

s 
:

es
sa

i d
'h

is
to

ire
 g

lo
ba

le
)

5
月
1
3
日
コ
ロ
キ
ウ
ム
「
ユ
ダ
ヤ
人
と
ム
ス
リ
ム
―
分
か
ち
合
う
歴
史
、
築
く
べ
き
対
話
」
開
催
（
ベ
ン
バ
ッ

サ
、
ア
テ
ィ
ア
ス
の
主
導
の
も
と
、
パ
リ
高
等
研
究
実
践
学
院
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
宗
教
研
究
院
）
主
催
、
ユ
ダ
ヤ
近

現
代
史
セ
ン
タ
ー
、
ア
ラ
ブ
世
界
研
究
所
共
催
）

M
ay

 1
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: C
ol
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qu
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m

 "J
ew
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an
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m
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- a
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ha
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 d
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y
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s 
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B
en
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ss

a 
an
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A
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) 
an

d 
l'I
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 E
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n 
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 S

ci
en
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s
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s 

R
el

ig
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ns
, i

n 
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bo

ra
tio

n 
w
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 le

 C
en
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 d

'h
is

to
ire
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od

er
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t c
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te

m
po

ra
in

e 
de

s 
Ju

ifs
 a

nd
l'I

ns
tit

ut
 d

u 
m

on
de

 a
ra

be

20
05

3
月
2
5
日「
反
＝
白
人
差
別
」ア
ピ
ー
ル
。
3
月
8
日
、
教
育

法
改
正
に
反
対
す
る
学
生
デ
モ
の
際
、
デ
モ
参
加
者
ら
が
暴

漢
に
襲
わ
れ
る
と
い
う
事
態
を
う
け
て
、
シ
オ
ニ
ス
ト
系
青

年
団
体「
ハ
シ
ョ
メ
ル
・
ハ
ツ
ァ
イ
ー
ル
」と
「
ラ
ジ
オ
・
シ
ャ

ロ
ー
ム
」が
白
人
フ
ラ
ン
ス
人
に
対
す
る
人
種
差
別
を
糾
弾

す
る
ア
ピ
ー
ル
を
出
す
。「
1
1
･9
」
以
来
、
反
米
・
反
イ
ス

ラ
エ
ル
の
行
き
過
ぎ
と
し
て
の
「
白
人
人
種
差
別
」に
警
鐘

を
鳴
ら
し
て
き
た
二
人
の
知
識
人
、
タ
ギ
エ
フ
と
フ
ィ
ン
ケ

ル
ク
ロ
ー
ト
が
こ
の
ア
ピ
ー
ル
を
積
極
的
に
支
持
。
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M
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w
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 c
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m
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o
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ur

b 
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nt
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m
 p
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at

io
n 

m
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Fr
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ill
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e
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e 
Zi

on
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t 
yo
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h 

m
ov
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en

t, 
H
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ho

m
er

H
at

za
ir,

 a
nd

 R
ad

io
 S

ha
lo

m
 l

au
nc

h 
a 

m
an

ife
st

o
de

no
un

ci
ng

 '
an

ti-
w

hi
te

 r
ai

ds
' 

an
d 

'a
nt

i-F
re
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ra
ci

sm
. T

he
ir 
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pe

al
 w

as
 s

up
po

rte
d 

by
 tw

o 
m
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ia

-
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ly
 i
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el
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ct
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, 
Pi

er
re

-A
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 T

ag
ui

ef
f 
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d

A
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in
 F

in
ki

el
kr

au
t, 

w
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e 
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 h
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 S
ep

te
m

be
r 

at
ta

ck
s 

fo
r 

th
ei

r 
co

ns
er

va
-

tiv
e,

 s
om

e 
w

ou
ld

 a
dd

 is
la

m
op

ho
bi

c,
 p

os
iti

on
s.

1
月
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る「
わ
れ
ら
は
共
和
国
の
原
住

民
」ア
ピ
ー
ル

Ja
nu

ar
y 

: 
A

p
p

ea
l 

" 
W

e 
ar

e 
in

d
ig

en
ou

s 
of

 t
he

R
ep

ub
lic

 ! 
" o

n 
th

e 
in

te
rn

et

1
月
セ
ル
ジ
ュ
・
ビ
レ『
ナ
チ
強
制
収
容
所
の
黒
人
た
ち
』刊

Ja
nu

ar
y 

: 
pu

bl
ic

at
io

n 
of

 S
er

ge
 B

ilé
's

 B
la

ck
s 

in
 t

he
N
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i c

am
ps

2
月
2
3
日
「
旧
植
民
地
か
ら
の
引
揚
者
に
対
す
る
国
民
の

感
謝
な
ら
び
に
国
民
的
貢
献
に
関
す
る
法
」
採
択
。「
か
つ

て
フ
ラ
ン
ス
が
海
外
領
土
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
の
肯

定
的
な
側
面
を
学
校
教
育
の
中
に
盛
り
込
む
」
こ
と
を
定

め
た
第
4
条
の
削
除
を
求
め
て
、
1
0
0
0
人
以
上
の
知
識

人
が
署
名
活
動
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